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朝 日 大 学 位 置 図



岐阜県岐阜市都通５丁目１５番ほか１７筆
校舎・運動場
校舎　鉄骨造アルミニューム板葺平家建
　　　　　　　　１，０３１．３５㎡

校地の位置図

Ｂ団地（校地）

２５，４０９．４３㎡
所有地２４,９７７．４３㎡
借地　　４３２．００㎡

Ｄ団地（校地）

Ｃ団地（校地）

２ｋｍ
バス１５分

岐阜駅西岐阜駅

Ａ団地（校地）

Ｊ Ｒ 東 海 道 本 線

徒歩８分０．８
㎞

７㎞
バス２５分

６．７㎞
バス２５分穂積駅～岐阜駅　電車６分

穂積駅

至　京都

２㎞
バス５分

至　名古屋

１，９８６．３４㎡（全部所有）
岐阜県岐阜市若宮町１丁目６番ほか４筆
附属病院附属施設　鉄筋コンクリート造４階建ほか２筆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ３，１３１．０３㎡

６‚４２４．１４㎡（全部所有）
岐阜県岐阜市橋本町３丁目２３番ほか４筆
附属病院 鉄骨鉄筋コンクリート造１０階建ほか１筆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５，６２７．４９㎡

１１８，０１９.８８㎡（全部所有）
岐阜県瑞穂市穂積１８５１番１ほか１６筆
校舎・附属病院・運動場
校舎　４９，６１１．３４㎡（鉄骨鉄筋コンクリート造８階建ほか１７筆）
附属病院　８，９０６．３９㎡（鉄筋コンクリート造５階建ほか１筆）
歯科衛生士専門学校　１，６７０．３４㎡
体育館　２，７９４.２５㎡（鉄骨造平家建ほか１筆）
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校 地 の 位 置 図



位置：岐阜県瑞穂市穂積１８５１番地１

南門

５号館
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３
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ス
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書庫棟

倉庫

ポンプ室

学生食堂

Ｎ
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剣
道
場

ゴ
ル
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練
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和弓場

部室２部室１

健康スポーツ科

学科棟

部室３

総合運動場総合運動場

Ｎ１．校舎・運動場配置図（Ａ団地）

　　　ホッケー練習場

位置：瑞穂市野白新田３０３番地１

　　　大学正門から１．９㎞、徒歩１９分

　　　サンライズジム

位置：瑞穂市祖父江３２番地

　　　大学正門から０．７㎞、徒歩７分

　　　屋内野球練習場

位置：瑞穂市穂積１０９１番地１

　　　大学正門から０．９㎞、徒歩９分

　　　テニスコート

位置：瑞穂市穂積１０４０番地５

　　　大学正門から０．７㎞、徒歩７分
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２．校舎・運動場配置図（Ｂ団地）２５,４０９．４３㎡（所有　２４，９７７．４３㎡
借用　　 ４３２．００㎡　） Ｎ

正
門

物入

借用

 位置：岐阜市都通５丁目１５番地

器具庫№２

臨床実習棟

運 動 場

－
5
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２．校舎・運動場配置図（Ｂ団地）
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朝 日 大 学 学 則（案） 

 
第１章 総則 

（目的） 

第１条 朝日大学（以下「本大学」という。）は、教育基本法並びに学校教育法の趣旨を尊重してそ

の条項に従い、一般教養及び専門学術の理論並びにその応用を教育研究し、知的、道徳的教養をも

つ有為の人材を育成するとともに、広く知識を世界にもとめ、教育、学術研究の国際交流をはかり、

高度の教育目的を達成し、学術、文化の向上と社会の発展に寄与することを目的とする。 

（学部学科） 

第２条 本大学に次の学部、学科を置く。 

  

 歯学部 歯学科  

 経営学部 経営学科  

 法学部 法学科  

 保健医療学部 看護学科  

  健康スポーツ科学科  

（教育研究上の目的等） 

第２条の２ 各学部の人材養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、本大学の使命・目的に基

づき、次のとおりとする。 

(１) 歯学部は、歯科医学の専門知識及び高度な医療技術並びに社会人としての豊かな学識と技能

を体系的に教授研究し、高い倫理観と豊かな人間性・国際性を兼ね備えた歯科医師を養成する

ことを目的とする。 

(２) 経営学部は、経営学・情報学の専門知識及び社会人としての豊かな学識と技能を体系的に教

授研究し、社会情勢の変化に対応し得る経営能力、情報活用能力、企画・実践能力及び深い教

養と豊かな人間性・国際性を兼ね備えた人材を養成することを目的とする。 

(３) 法学部は、法学の専門知識及び社会人としての豊かな学識と技能を体系的に教授研究し、社

会情勢の変化に対応し得る法的思考能力と判断力及び深い教養と豊かな人間性・国際性を兼ね

備えた人材を養成することを目的とする。 

(４) 保健医療学部は、保健衛生学・健康科学・スポーツ科学の専門知識及び高度な医療技術並び

に社会人としての豊かな学識と技能を体系的に教授研究し、高い倫理観と豊かな人間性・国際

性を兼ね備えた人材を養成することを目的とする。 

（修業年限） 

第３条 本大学の修業年限は、次のとおりとする。 

歯学部  ６年 

経営学部  ４年 

法学部  ４年 

保健医療学部 ４年 

（入学定員及び収容定員） 

第４条 本大学の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

  

 学部・学科 入学定員 収容定員  

 歯学部 歯学科 140名 840名  

 経営学部 経営学科 100名 400名  

 法学部 法学科 80名 320名  

 保健医療学部 看護学科 80名 320名  

 健康スポーツ科学科 120名 480名  
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第２章 教育課程 

（授業科目等） 

第５条 本大学に開設する授業科目及び単位数又は授業時間数は、別表１―１、別表２―１、別表３

―１、別表４－１及び別表４－３に定めるとおりとする。 

２ 本大学に教育研究上の目的を達成するため、別表１―２、別表２―４、別表３―２、別表４－２

及び別表４－４に定めるところにより講座又は学科目を置く。 

３ 本大学に教育、研究上の目的を達成するために、センター、研究施設又は研究所等を置くことが

できる。 

（履修方法） 

第６条 学生は、前条第１項に定めるところにより所属する学部学科の所定の授業科目を履修し、そ

の単位を修得しなければならない。 

２ 学生は、各学部細則に定めるところにより、他の学部学科の授業科目を履修することができるも

のとする。 

３ 履修する授業科目は、毎学年所定の期間に登録しなければならない。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第６条の２ 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学の授業科目を履修

することを認めるものとする。 

２ 前項の規定により修得した単位は、各学部細則に定めるところにより60単位（授業時間の履修を

もって、単位の修得に代える授業科目については、60単位に相当する授業時間数とする。）を超え

ない範囲で本大学における授業科目の履修により修得したものとみなし、これを第34条第１項に規

定する単位に算入することができるものとする。 

３ 前項の規定は、第20条の規定により学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。

この場合、本大学において修得したものとみなすことのできる単位数は、前項の単位数と合わせて

60単位を超えないものとする。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第６条の３ 本大学は、教育上有益と認めるときは、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学

修その他文部科学大臣が別に定める学修を本大学における授業科目の履修とみなし、各学部細則に

定めるところにより単位を授与することができるものとする。 

２ 前項の規定により、授与することができる単位数は、前条により本大学において修得したとみな

す単位数と合わせて60単位を超えないものとし、これを第34条第１項に規定する単位に算入するこ

とができるものとする。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第７条 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に大学又は短期大学（外

国の大学又は短期大学を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生

として修得した単位を含む。以下「既修得単位」という。）を本大学に入学した後の本大学におけ

る授業科目の履修により修得したものとみなすことができるものとする。 

２ 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に行った前条第１項に規定す

る学修を本大学における授業科目の履修とみなし、各学部細則に定めるところにより単位を授与す

ることができるものとする。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は授与することができる単位数は、編入学、転入

学及び再入学（以下「編入学等」という。）の場合を除き、本大学において修得した単位以外のも

のについては、合わせて60単位（授業時間の履修をもって、単位の修得に代える授業科目について

は、60単位に相当する授業時間数とする。）を超えないものとし、これを第34条第１項に規定する

単位に算入することができるものとする。ただし、編入学等の場合を除き、単位の認定を行った場

合においても、修業年限の短縮は行わない。 

４ 前３項に規定するもののほか、入学前の既修得単位等の取扱いについては、各学部細則に定める

ところによる。 
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（編入学等の場合の既修得単位等の取扱い） 

第７条の２ 第11条の２から第12条の定めにより、入学を許可された者又は第19条の２の定めにより

転学部若しくは転学科を許可された者の本大学又は他の大学等においてすでに履修した授業科目及

び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、各学部細則に定めるところによる。 

（単位の算定） 

第８条 科目の単位数は、次の基準により計算するものとする。 

(１) 講義及び演習については、15時間から30時間の授業をもって１単位とする。 

(２) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって１単位とする。 

(３) 前２号の単位の算定基準によりがたい授業科目については、各学部細則においてこれを定め

る。 

２ 歯学部にあっては、前項第１号及び第２号の規定にかかわらず次のとおりとする。 

(１) 講義及び演習については、30時間の授業をもって１単位とする。 

(２) 実験、実習及び実技については、30時間の授業をもって１単位とする。ただし、臨床実習に

ついては、45時間の授業をもって１単位とする。 

３ 保健医療学部看護学科にあっては、第１項第２号の規定にかかわらず、実習については、45時間

の授業をもって１単位とする。 

（授業の方法） 

第８条の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用によ

り行うものとする。 

２ 前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させ

ることができるものとする。 

３ 前項により修得することができる単位数の上限は、60単位を超えない範囲内とする。 

（教職課程） 

第９条 本大学に教育職員免許状（以下「免許状」という。）取得の所要資格を得させるための課程

（以下「教職課程」という。）を置く。 

２ 本大学で免許状取得の所要資格を得ることができる免許状の種類は、次のとおりとする。 

  

 法学部法学科 中学校教諭一種免許状 （社会）  

   高等学校教諭一種免許状（地理歴史）  

   高等学校教諭一種免許状（公民）  

 経営学部経営学科 高等学校教諭一種免許状（商業）  

 保健医療学部健康スポーツ科学科 中学校教諭一種免許状（保健体育） 

高等学校教諭一種免許状（保健体育） 

 

３ 免許状取得の所要資格を得ようとする学生は、教職課程において教育職員免許法及び同法施行規

則に定めるところにより開設する授業科目を履修し、当該授業科目の単位を修得しなければならな

い。 

４ 教職課程において開設する授業科目、単位数及び履修方法は、別表５のとおりとする。 

５ 教職課程に関し、その他必要な事項は、別に定める。 

 

第３章 入学、転学、転学部、転学科、留学、休学、復学及び退学 

（入学時期） 

第10条 入学の時期は、第23条に規定する学年の始めとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させることが

できるものとする。 

（入学資格） 

第11条 本大学の第１年次に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(１) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(２) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当す
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る学校教育を修了した者を含む。） 

(３) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大

臣の指定したもの 

(４) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者 

(５) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者 

(６) 文部科学大臣の指定した者 

(７) 大学入学資格検定規程により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者 

(８) 高等学校卒業程度認定試験規則により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格

した者 

(９) その他本大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で、18歳に達したもの 

（編入学） 

第11条の２ 本大学の経営学部、法学部及び保健医療学部に欠員がある場合に限り、次の各号の一に

該当する者で、編入学を志願する者があるときは、学長は当該学部の教授会の意見を聴いて、相当

年次に入学を許可することがある。 

(１) 第３年次に編入学することができる者は、次のとおりとする。 

ア 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

イ 大学（外国の大学を含む。）を卒業又は大学（外国の大学を含む。）に２年以上在学し所定

の単位を修得した者 

ウ 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上で、かつ、課程の修了に必要な総時間数が1700時

間以上の専門課程に限る。）を修了した者（学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有す

る者に限る。） 

エ アからウまでに該当する者と同等以上の学力があると認められる者 

(２) 第２年次に編入学することができる者は、次のとおりとする。 

ア 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

イ 大学（外国の大学を含む。）を卒業又は大学（外国の大学を含む。）に１年以上在学し所定

の単位を修得した者 

ウ ア又はイに該当する者と同等以上の学力があると認められる者 

２ 本大学の歯学部に欠員がある場合に限り、次の各号の一に該当する者で、編入学を志願する者が

あるときは、学長は当該学部の教授会の意見を聴いて、相当年次に入学を許可することがある。 

（１） 大学（外国の大学を除く。）を卒業し、教授会が指定する授業科目を修得した者 

（２） 大学の医学、歯学、薬学、獣医学、看護学又は口腔保健衛生学に関する学部学科に２年以

上（休学期間を除く。）在学し、62単位以上を取得した者 

（３） 歯科衛生士、歯科技工士若しくは看護師養成の専修学校（修業年限が２年以上で、かつ、

課程の修了に必要な総時間数が1700時間以上の専門課程に限る。）若しくは短期大学を卒業し

た者 

（転入学） 

第11条の３ 他大学の学生で、在籍する大学の長の承認を得て本大学への転入学を志願する者がある

ときは、欠員のある場合に限り、学長は当該学部の教授会の意見を聴いて、相当年次に入学を許可

することがある。 

（再入学） 

第12条 正当な理由で本大学を退学した者で、退学前に在籍した学部学科への再入学を志願する者が

あるときは、別に定める期間内で欠員がある場合に限り、学長は当該学部の教授会の意見を聴いて、

原年次以下に入学を許可することがある。 

（入学の出願） 
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第13条 本大学への入学を志願する者は、入学願書に第37条に定める入学検定料及び別に定める書類

を添えて願い出なければならない。 

（入学者の選抜） 

第14条 本大学は、学部ごとに定める入学者受入方針に基づき、入学者選抜試験を実施し、学長は当

該学部の教授会の意見を聴いて、合格者を決定する。 

（入学手続き及び入学の許可） 

第15条 前条に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、次の各号の書類を提出するとと

もに、第38条に定める学費及びその他の納付金を納付しなければならない。 

(１) 住民票記載事項証明書（外国人は外国人登録済証明書） 

(２) 所定の誓約書及び次条に定める在学保証書 

(３) 第11条に定める入学資格を証明する書類 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に対し、入学を許可する。 

（在学保証書） 

第16条 在学保証書は、独立の生計を営む成年者で学生の身分に関し一切の責任を負うことのできる

保証人１名が、これに署名しなければならない。 

（更新） 

第17条 前条の保証人が欠けたときは、改めて保証人を定め直ちに在学保証書を更新しなければなら

ない。 

（届出） 

第18条 学生又は保証人が改名、転居若しくは転籍したときは戸籍抄本を添付して直ちにその旨届け

出なければならない。 

（転学） 

第19条 本大学の学生で他の大学に転学を希望する者は、学長に転学願を提出して、その許可を得な

ければならない。 

（転学部等） 

第19条の２ 本大学の学生で他の学部又は学科へ転学部又は転学科を志願する者があるときは、欠員

のある場合に限り、学長は転学部又は転学科を許可することがある。 

（留学） 

第20条 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が外国の大学又は短期大学に留学し、授業科目

を履修することを当該大学又は短期大学との事前協議の上、認めるものとする。ただし、やむを得

ない事情により外国の大学又は短期大学との事前協議を行うことが困難な場合にあっても、学長が

認めるときは、当該大学又は短期大学との事前協議を欠くことも差し支えないものとする。 

２ 前項に規定する留学を希望する者は、学長に留学願を提出して、その許可を得なければならない。 

３ 留学期間は、第34条及び第35条に定める期間に算入するものとする。 

４ 留学に関し、その他必要な事項は別に定める。 

（休学） 

第21条 病気その他やむを得ない事由により休学を希望する者は、保証人連署の上、学長に休学願を

提出して、その許可を得なければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、疾病その他の事由によって修学することが不適当と認められる者につ

いては、学長が休学を命ずることがある。 

３ 休学期間は、当該年度の終りまでとする。ただし、法学部及び経営学部の学生については、学期

の区分に従い、休学することができる。 

４ 休学を許可された者が、特別な理由により休学期間の延長を申し出たときは、更に２年を限度と

してこれを認めることができる。 

５ 休学期間は、第34条及び第35条に定める在学期間には算入しない。 

６ 休学期間は、通算して第３条に定める修業年限と同年数を超えることができない。 

（復学） 

第21条の２ 休学の事由が解消した者は、保証人連署の上、学長に復学願を提出して、その許可を得
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なければならない。この場合、復学する年次は、休学時の年次とする。 

２ 復学の時期は、学年の始めとする。ただし、法学部及び経営学部の学生については、学期の区分

に従い、復学することができる。 

３ 疾病によって休学した者は、復学願に医療機関の医師が作成した診断書を添付しなければならな

い。 

（退学） 

第22条 修学を継続することが困難であるため、退学を希望する者は、保証人連署の上、学長に退学

願を提出して、その許可を得なければならない。 

 

第４章 学年、学期及び休業日 

（学年） 

第23条 学年は４月１日に始まり、翌年３月31日に終る。 

（学期） 

第24条 学年を次の２学期に分ける。 

前学期 ４月１日から９月21日まで 

後学期 ９月22日から翌年３月31日まで 

（休業日） 

第25条 休業日は、次のとおりとする。 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(３) 本大学創立記念日（１月19日） 

(４) 春季休業 歯学科・看護学科 ３月11日から３月31日まで 

法学科・経営学科・健康スポーツ科学科 ３月６日から３月31日まで 

(５) 夏季休業 歯学科・看護学科 ８月１日から８月31日まで 

法学科・経営学科・健康スポーツ科学科 ８月１日から９月21日まで 

(６) 冬季休業 12月25日から翌年１月５日まで 

２ 学長は、必要に応じ、前項に規定する休業日を臨時に変更し、又は臨時の休業日を定めることが

できる。 

３ 第１項第４号から第６号に規定する休業期間中であっても、必要に応じ授業及び試験を行うこと

がある。 

 

第５章 単位の授与、試験、進級、卒業の認定及び在学期間 

（単位の授与） 

第26条 授業科目を履修した学生に対しては、学長は試験を行った上、第30条に基づき成績評価を行

い、単位を与えるものとする。ただし、学修の成果を評価して単位を授与することが適切であると

認められる授業科目については、各学部細則に定めるところにより当該学修の成果を評価して単位

を与えることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、歯学部の授業時間割制をとる授業科目については、「単位を与えるも

のとする」とあるのは、「修了を認定するものとする」とする。 

（試験の種類及び要件等） 

第27条 前条に定める試験は、定期試験、追試験及び再試験とする。 

２ 前項に定めるもののほか、各学部細則に定めるところにより、進級及び卒業に係る試験を行うこ

とができるものとする。 

３ 前２項に定める試験の要件、時期、方法等は、各学部細則において定める。 

（受験資格） 

第28条 各授業科目の試験の受験資格は、次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 第38条の定めるところにより、授業料その他所定の学費を納付していること。 

(２) 前号に定めるもののほか、各学部細則において定める事項を履行していること。 
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２ 前項に定める要件を満たさない者は失格とし、当該授業科目に係るすべての試験の受験を認めな

い。 

（試験の欠席） 

第29条 疾病その他やむを得ない理由によって試験に欠席する者は、医師の診断書又はその理由書を

届け出なければならない。 

（成績評価） 

第30条 履修した授業科目の成績評価は、試験の成績、平素の学修成績、出席状況等を総合して行う

ものとし、あらかじめ学生に対して成績評価基準を公表するものとする。 

２ 前項の成績評価は100点満点とし、100～90点をＳ、89～80点をＡ、79～70点をＢ、69～60点をＣ

と表示し、これらを合格とする。また、59点以下をＤと表示し、これを不合格とする。 

３ 定期試験又は追試験を正当な理由なく欠席した者の授業科目の成績はＫと表示し、不合格とする。 

４ 第２項の規定にかかわらず、第６条の２から第７条の２の規定により単位を認定された授業科目

の成績評価の表示はＲとすることができる。 

５ 第28条第２項により失格とされた者の授業科目の成績はＮと表示し、成績評価は行わない。また、

試験において不正行為を行い、無効とされた授業科目の成績はＸと表示し、成績評価は行わない。 

（進級） 

第31条 各学部細則に定める要件を満たした者に対し、学長は進級を認める。 

第32条 削除 

第33条 削除 

（卒業の認定） 

第34条 第３条に定める期間在学し、次の各号に定める要件を満たした者に対し、学長は当該学部の

教授会の意見を聴いて、卒業を認定する。 

(１)  歯学部の学生は、別表１―１に定めるところにより基礎教育系科目23単位以上修得し、及び 

専門教育系科目6,775時間以上履修し、修了の認定を受けなければならない。 

(２) 経営学部の学生は、別表２―１に定めるところにより124単位以上修得しなければならない。 

(３) 法学部の学生は、別表３―１に定めるところにより124単位以上修得しなければならない。 

(４) 保健医療学部看護学科の学生は、別表４－１に定めるところにより125単位以上修得しなけれ

ばならない。 

(５)  保健医療学部健康スポーツ科学科の学生は、別表４－３に定めるところにより124単位以上修

得しなければならない。 

（在学期間） 

第35条 本大学の学生の在学することのできる期間は、次のとおりとする。 

歯学部 12年 

経営学部 ８年 

法学部 ８年 

保健医療学部 ８年 

２ 第11条の２から第12条の定めにより入学した学生及び第19条の２の定めにより転学部又は転学科

を許可された学生は、第７条の２により定められた在学すべき年数の２倍に相当する年数を越えて

在学することができない。 

３ 前２項の在学期間を越えた者は、除籍する。ただし、同項の在学期間を越えない者でも、卒業ま

でに越えることとなる者は、除籍することがある。 

 

第６章 学位 

（学位の授与） 

第36条 本大学を卒業した者に対し、学長は当該学部の教授会の意見を聴いて、学士の学位を授与す

る。 
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２ 学位に関する事項は、朝日大学学位規程に定めるところによる。 

 

第７章 入学検定料及び学費等 

（入学検定料及び納付方法） 

第37条 入学検定料は、別表６の定めるところにより納付するものとする。 

（学費及び納付方法） 

第38条 学費は、入学金、歯学教育充実費、施設維持費、実習費及び授業料とし、別表６の定めると

ころにより納付するものとする。 

２ 第11条の２及び第11条の３の定めにより入学を許可された者の学費は、別表６の第３項のとおり

とし、第12条の定めにより入学を許可された者の学費は、別表６の第４項のとおりとする。また、

第19条の２の定めにより転学部又は転学科を許可された者の学費は、別表６の第５項のとおりとす

る。 

（留学の場合の授業料等） 

第38条の２ 留学期間中の授業料、施設維持費、実習費及び歯学教育充実費（以下「授業料等」とい

う。）は、徴収する。 

（休学の場合の授業料等） 

第39条 休学を許可した場合は、授業料、施設維持費及び実習費の年額の12分の１に相当する額に、

休学を許可された期間の月数を乗じて得た額の納付を免除する。 

２ 休学を許可された者の納付済みの授業料等は返還しない。ただし、前学期分授業料等の納付の際、

後学期分授業料等を併せて納付した者が、後学期分授業料等の納付時期前に休学した場合には、後

学期分の授業料、施設維持費及び実習費に相当する額を返還する。 

（停学の場合の授業料等） 

第39条の２ 停学期間中の授業料等は、徴収する。 

（除籍） 

第40条 授業料等の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者があるときは、学長は除籍するこ

とがある。 

 （復籍） 

第40条の２ 前条に該当し除籍になった者から、除籍の日の翌日から起算して2年以内に、当該除籍の

事由となった未納の学費を納付して復籍の希望があったときは、欠員のある場合に限り、学長は除

籍前に在籍した学部の相当年次への復籍を許可することがある。 

２ 復籍の時期は、学年の始めとする。ただし、法学部及び経営学部の学生については、学期の区分

に従い、復籍することができる。 

３ 復籍を許可した学生の復籍後の在学期間は、除籍前の在学期間に通算する。 

４ 前条により除籍された者が、復籍後に同条の規定により再び除籍となったときは、その後の復籍

は認めない。 

（既納の入学検定料及び学費） 

第41条 一度納付した入学検定料及び学費は、この学則に定める場合を除くほか、いかなる事由があ

っても返還しない。 

（手数料） 

第42条 各種証明書の交付を請求する場合には、本大学所定の手数料を納付しなければならない。 

 

第８章 賞罰 

（表彰） 

第43条 学業の優秀な者又は善行のあった者があるときは、学長は表彰することがある。 

（懲戒） 

第44条 学生の本分にふさわしくない行為を行った者があるときは、学長は懲戒する。 

２ 懲戒を分けて、戒告、停学及び退学の処分とする。 

３ 懲戒に関する手続は、別に定める。 
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（退学の命令） 

第45条 次の各号の一に該当する者があるときは、学長は退学を命ずることがある。 

(１) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(２) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

(３) 正当の理由がなくて出席が常でない者 

(４) 学内の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

 

第９章 服装 

（服装等） 

第46条 本大学学生の服装は、学生としての品位を損うことのないようにしなければならない。 

 

第10章 科目等履修生、特別聴講学生、研究生、専攻生、委託生及び外国人留学生 

（科目等履修生） 

第47条 本大学の学生以外の者で、本大学の一又は複数の授業科目の履修を希望し、入学を志願する

ものがあるときは、選考の上、学長は科目等履修生として入学を許可することができる。 

２ 科目等履修生に関し、その他必要な事項は別に定める。 

（特別聴講学生） 

第47条の２ 他の大学（外国の大学を含む。）に在学中の学生で、当該大学との協議に基づき、本大

学の授業科目の履修を希望し、入学を志願する者があるときは、選考の上、学長は特別聴講学生と

して入学を許可することができる。 

２ 特別聴講学生に関し、その他必要な事項は別に定める。 

（研究生） 

第47条の３ 本大学の学生以外の者で、本大学において研究指導を受けるため、又は特別の事項につ

いて研究するため、入学を志願するものがあるときは、選考の上、学長は研究生として入学を許可

することができる。 

２ 研究生に関し、その他必要な事項は別に定める。 

（専攻生） 

第47条の４ 本大学の学生以外の者で、本大学において専門の技術又は学科を補習的に攻究するため、

入学を志願するものがあるときは、選考の上、学長は専攻生として入学を許可することができる。 

２ 専攻生に関し、その他必要な事項は別に定める。 

（修練生） 

第47条の５ 本大学の学生以外の者で、本大学歯学部において高度の臨床知識、技能を修得するため、

入学を志願するものがあるときは、選考の上、学長は修練生として入学を許可することができる。 

２ 修練生に関し、その他必要な事項は別に定める。 

（委託生） 

第48条 国、地方公共団体、教育研究機関又は民間企業等からの委託に基づき、在学期間及び履修科

目又は研究内容を定めて入学を志願する者があるときは、選考の上、学長は委託生として入学を許

可することができる。 

２ 委託生に関し、その他必要な事項は別に定める。 

（外国人留学生） 

第49条 日本の国籍を有しない者で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本大学に入学

を志願するものがあるときは、選考の上、学長は当該学部の教授会の意見を聴いて、外国人留学生

として入学を許可することができる。 

２ 外国人留学生に関し、その他必要な事項は別に定める。 

（準用規定） 

第50条 科目等履修生、特別聴講学生、研究生、委託生及び専攻生に関して、本章各条に規定しない

事項については、所属学部の学生に関する規定を準用する。 
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第11章 職員組織 

（職員） 

第51条 本大学に学長、教授、准教授、講師、助教、事務職員、医療職員、研究職員、技術職員、技

能職員、警備職員及び労務職員を置く。 

２ 前項のほか、本大学に、副学長その他必要な職員を置くことができる。 

（学部長等） 

第51条の２ 各学部に学部長を置き、学部の各学科に必要に応じ学科長を置く。 

２ 前項のほか、各学部に、副学部長を置くことができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、教職課程センターに教職課程センター長を、情報教育研究センター

に情報教育研究センター長を、図書館に図書館長を、学生部に学生部長を、附属病院に附属病院長

を、研究所に研究所長を、留学生別科に留学生別科長を置く。 

第52条 削除 

 

第12章 教授会及び総合協議会 

（教授会） 

第53条 本大学の各学部に教授会を置く。 

２ 教授会の組織及び運営に関し、必要な事項は別に定める。 

（教員会議） 

第53条の２ 教職課程センター及び留学生別科にそれぞれ教員会議を置く。 

２ 教員会議の組織及び運営に関し、必要な事項は別に定める。 

（総合協議会） 

第54条 本大学に、全学的な教学に関する事項について協議するため、総合協議会（以下「協議会」

という。）を置く。 

２ 協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は別に定める。 

第55条 削除 

第56条 削除 

 

第13章 附属病院 

（附属病院） 

第57条 一般患者の診療及び学生の臨床実習に資するため、本大学歯学部に附属病院を置く。 

２ 附属病院の組織、管理及び運営その他必要な事項は、別に定める病院規程による。 

 

第14章 図書館 

（図書館） 

第58条 教職員及び学生の研究学習に資するため本大学に図書館を置く。 

２ 図書館の管理、運営その他必要な事項は、別に定める。 

 

第15章 大学院 

（大学院） 

第59条 本大学に大学院を置く。 

２ 大学院については、別に定める。 

 

第16章 センター、研究所等 

（センター、研究所等） 

第60条 本大学に、教職課程の教育を統括し、同課程の目的を達成するため朝日大学教育課程センタ

ーを置く。 

２ 本大学に、情報教育を統括し、同教育の目的を達成するため朝日大学情報教育研究センターを置

く。 



 
 

－11－ 
 

３ 本大学に、次の表に掲げる学部附属の研究所等（以下「研究所等」という。）を置く。 

 

  

 研究所を置く学部 左欄の学部に置く研究所等の名称  

 法学部 朝日大学法制研究所  

 経営学部 朝日大学産業情報研究所 

朝日大学マーケティング研究所 

 

 歯学部 朝日大学口腔科学共同研究所 

朝日大学歯科医学教育推進センター 

 

４ 前３項に規定するセンター、研究所等の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第17章 学生部 

（学生部） 

第61条 本大学に学生の厚生補導に関する事項を処理するため、学生部を置く。 

２ 学生部の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第18章 留学生別科 

（留学生別科） 

第62条 本大学に留学生別科を置く。 

２ 留学生別科に日本語研修課程を置き、１年コ－ス及び１年半コ－スを設け、入学定員は60名とす

る。 

３ 留学生別科の修業年限は、１年コ－スは１年、１年半コ－スは１年半とする。 

４ 留学生別科に関する必要な事項は、別に定める。 

 

第19章 雑則 

（細則） 

第63条 この学則の実施に関し必要な事項は、別に細則で定める。 

 

 

附 則 

１ この改正は、2017年４月１日から施行する。 

２ 経営学部ビジネス企画学科は、この改正により定められる第２条の規定にかかわらず、2017 年３

月 31 日以前に入学し、引き続き当該学科に在学する学生が在学しなくなるまでの間存続するものと

する。この場合において、この改正により定められる第５条第１項、第９条第２項、第 34 条第２号、

別表２－１、別表２－３、別表２－４第３項及び別表５の規定にかかわらず、従前のとおりとする。 

３ この改正により定められる第４条の収容定員は、2017年度、2018年度及び2019年度においては、

それぞれ次のとおり読み替えるものとする。 

 

 

 収容定員 

                2017年度    2018年度    2019年度 

 

 経営学部経営学科        460名      440名      420名 

          

 経営学部ビジネス企画学科       450名      300名          150名 

          

 保健医療学部健康スポーツ科学科 120名      240名          360名 



別表１－１～別表４－２　（Ｐ１３～Ｐ２７）　　　（略）
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別表4-3  （第5条第1項、第6条第1項関係）
　保健医療学部健康スポーツ科学科

授業を行

必修 選択 う 年 次

建学の精神と社会生活 2 1 １   教養基礎科目から、

哲 学 2 1・2・3・4 次の各号に定める単位

歴 史 学 2 1・2・3・4 を修得しなければなら

心 理 学 2 1・2・3・4 ない。

法学（含、日本国憲法） 2 1・2・3・4

政 治 学 2 1・2・3・4

経 済 学 2 1・2・3・4

物 理 学 2 1・2・3・4

化 学 2 1・2・3・4

生 物 学 2 1・2・3・4 ２ 　専門教育科目から、

統 計 学 2 1・2・3・4 次の各号に定める単位

異 文 化 理 解 2 1・2・3・4 を修得しなければなら

コミュニケーション論 2 1・2・3・4 ない。

プレゼンテーション論 2 1・2・3・4

英 語 Ⅰ 1 1

英 語 Ⅱ 1 1

英語コミュニケーションⅠ 1 1

英語コミュニケーションⅡ 1 1

英語コミュニケーションⅢ 1 2

英語コミュニケーションⅣ 1 2

健 康 ・ 体 力 科 学 2 1・2・3・4

ス ポ ー ツ Ⅰ 1 1・2・3・4

ス ポ ー ツ Ⅱ 1 1・2・3・4  

情 報 処 理 基 礎 Ⅰ 1 1  

情 報 処 理 基 礎 Ⅱ 1 1  

情 報 リ テ ラ シ ー 2 2  

ス ポ ー ツ 科 学 入 門 2 1

リ ー ダ ー シ ッ プ 論 2 1

基 礎 演 習 Ⅰ 2 1

基 礎 演 習 Ⅱ 2 1

運 動 生 理 学 2 1

ス ポ ー ツ と 薬 学 2 1

解 剖 ・ 生 理 学 2 1

単 位 数

 　(1) 必修科目８単位

教
 
 
養
 
 
基
 
 
礎
 
 
科
 
 
目

   (2) 選択必修科目2単位

総合

   (3) 選択科目20単位

     以上

授業科目の名称 履  修  方  法区   分

   (2) 選択科目18単位

専
門
教
育
科
目

導入科目

基礎科目

人と環境

人と関わり

人と文化

     以上

 　(1) 必修科目76単位
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授業を行

必修 選択 う 年 次

体 育 ・ ス ポ ー ツ 史 2 1 3

運動学（含、運動方法学） 2 1

体 育 ・ ス ポ ー ツ 哲 学 2 1

ヘルスプロモーション 2 2

ス ポ ー ツ 医 学 2 2

メンタルマネジメント
（含、スポーツ心理学）

2 2

ス ポ ー ツ 歯 科 医 学 2 2

スポーツ経営・管理学 2 2

専 門 演 習 Ⅰ 2 2

専 門 演 習 Ⅱ 2 2

専 門 演 習 Ⅲ 2 3

専 門 演 習 Ⅳ 2 3

専 門 演 習 Ⅴ 2 4

専 門 演 習 Ⅵ 2 4

ス ポ ー ツ 実 技 Ⅰ
（ 体 つ く り 運 動 ）

1 １

ス ポ ー ツ 実 技 Ⅱ
（ 水 泳 ）

1 １

ス ポ ー ツ 実 技 Ⅲ
（ 器 械 運 動 ）

1 ２

ス ポ ー ツ 実 技 Ⅳ
（ 陸 上 ）

1 ２

ス ポ ー ツ 実 技 Ⅴ
（ラグビーフットボー
ル 、 サ ッ カ ー ）

1 ２

ス ポ ー ツ 実 技 Ⅵ
（ ハ ン ド ボ ー ル 、
ソ フ ト ボ ー ル ）

1 ２

ス ポ ー ツ 実 技 Ⅶ
（バレーボール、バス
ケ ッ ト ボ ー ル ）

1 ３

ス ポ ー ツ 実 技 Ⅷ
（硬式テニス、卓球）

1 ３  

ス ポ ー ツ 実 技 Ⅸ
（ 柔 道 、 剣 道 ）

１ ３

ス ポ ー ツ 実 技 Ⅹ
（ ダ ン ス ）

１ ３

ス ポ ー ツ バ イ オ
メ カ ニ ク ス

２ 2

ス ポ ー ツ 生 理 学 ２ 2

ト レ ー ニ ン グ 論 ２ 2

コ ー チ ン グ 論 ２ 2

(1) スポーツ心理学
　実験実習、スポーツ
　生理学実験実習、ス
　ポーツ社会学実験実
　習、スポーツバイオ
　メカニクス実験実習
　から２科目２単位選
　択履修

(2)　前号に定める単
　位数を超えて修得し
　た単位数は、前項第
　３号に定める単位数
　に算入することがで
　きる。

授業科目の名称
単 位 数

履  修  方  法区   分

基礎科目

専
　
門
　
教
　
育
　
科
　
目

　前項の選択必修科目
の履修に当たっては、
次の各号に定めるとお
り履修しなければなら
ない。

基幹科目
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授業を行

必修 選択 う 年 次

コンディショニング論 ２ 3

ス ポ ー ツ 社 会 学 2 3

衛 生 ・ 公 衆 衛 生 学 2 3

ス ポ ー ツ 栄 養 学 2 3

ス ポ ー ツ と 法 2 3

インターンシップⅠ ２ 2

インターンシップⅡ ２ 3

キ ャ リ ア 形 成 Ⅰ ２ 2

キ ャ リ ア 形 成 Ⅱ ２ 3

生 涯 ス ポ ー ツ 論 ２ 2

エ イ ジ ン グ 論 ２ 2

障がい者スポーツ論 ２ 2

障がい者スポーツ論実習 １ 2

健 康 運 動 論 ２ 3

女 性 と ス ポ ー ツ ２ 3

アスレティックトレー
ナ ー 概 論

２ 3

レクリエーション論 ２ 3

健 康 運 動 指 導 法 ２ 3

ス ポ ー ツ 産 業 論 ２ 3

スポーツマネジメント ２ 3

アスレティックリハビ
リ テ ー シ ョ ン 論

２ 3

レ ク リ エ ー シ ョ ン
指 導 実 習 Ⅰ

１ 3

レ ク リ エ ー シ ョ ン
指 導 実 習 Ⅱ

１ 3

野 外 活 動 論 ２ 3

体 力 測 定 評 価 法 ２ 3

ス ポ ー ツ 実 技 Ⅺ
（スキー、キャンプ、
アウトドアスポーツ）

１ 3

専
　
門
　
教
　
育
　
科
　
目

基幹科目

健康科学
科目

授業科目の名称
単 位 数

履  修  方  法区   分
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授業を行

必修 選択 う 年 次

運動器の機能解剖学 ２ ２

ス ポ ー ツ 科 学 英 語 ２ ２

ス ポ ー ツ 教 育 学 ２ ２

発 育 発 達 論 ２ ２

スポーツ心理学実験実習 １ ３

スポーツ生理学実験実習 １ ３

スポーツ社会学実験実習 １ ３

スポーツバイオメカニ
ク ス 実 験 実 習

１ ３

ス ポ ー ツ 行 政 論 ２ ３

安 全 教 育 2 ３

学 校 保 健 2 ３

体 育 実 技 指 導 法 Ⅰ
（ 陸 上 ・ 水 泳 ）

2 ３

体 育 実 技 指 導 法 Ⅱ
（ 球 技 ）

2 ３

体 育 実 技 指 導 法 Ⅲ
（ 格 技 ）

2 ３

体 育 実 技 指 導 法 Ⅳ
（ 器 械 運 動 ）

2 ３

体 育 実 技 指 導 法 Ⅴ
（ ダ ン ス ・ 体
つ く り 運 動 ）

２ ３

スポーツオノマトペ 2 3

共通 卒 業 研 究 ４ ４

別表4-4  （第5条第2項関係）

　保健医療学部健康スポーツ科学科

  教養基礎講座、コーチング科学講座、健康体力科学講座、スポーツ科学講座、スポーツ教育学講座

専
　
門
　
教
　
育
　
科
　
目

単 位 数
履  修  方  法区   分 授業科目の名称

スポーツ
科学科目
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別表5 （第9条第4項関係）
 1 教科に関する科目
 (1)中学校教諭一種免許状（社会）

教育職員免許法施行 授業を行
規則に定める区分 う 年 次

○ 日 本 史 Ⅰ 2 1･2･3･4 １ 　○印の授業科目を

○ 日 本 史 Ⅱ 2 1･2･3･4 全て含め、20単位以

○ 外 国 史 Ⅰ 2 1･2･3･4 上修得すること。

外 国 史 Ⅱ 2 1･2･3･4

日 本 教 育 史 Ⅰ 2 2･3 ２ 　前項の修得すべき

日本史及び外国史 日 本 教 育 史 Ⅱ 2 2･3 単位数について、20

法 思 想 史 Ａ 2 3･4 単位を超えて修得し

法 思 想 史 Ｂ 2 3･4 た単位は、「教科又

国 際 法 Ａ 2 2 は教職に関する科目」

外 国 法 Ａ 2 3･4 の単位として取扱う

外 国 法 Ｂ 2 3･4 ものとする。

○ 地 理 学 Ⅰ 2 1･2･3･4

地 理 学 Ⅱ 2 1･2･3･4

○ 地 誌 学 Ⅰ 2 2･3

地 誌 学 Ⅱ 2 2･3

自 然 地 理 学 Ⅰ 2 2･3

自 然 地 理 学 Ⅱ 2 2･3

○ 社 会 学 Ⅰ 2 1･2･3･4

社 会 学 Ⅱ 2 1･2･3･4

法 社 会 学 Ａ 2 3･4

「社会学、経済学」 法 社 会 学 Ｂ 2 3･4

経 済 原 論 Ⅰ 2 2

経 済 原 論 Ⅱ 2 2

経 済 法 2 3･4

○ 哲 学 Ⅰ 2 1･2･3･4

哲 学 Ⅱ 2 1･2･3･4

○ 倫 理 学 Ⅰ 2 1･2･3･4

倫 理 学 Ⅱ 2 1･2･3･4

○ 国 際 法 Ｂ 2 2

政 治 学 Ⅰ 2 3･4

政 治 学 Ⅱ 2 3･4

行 政 学 Ⅰ 2 3･4

行 政 学 Ⅱ 2 3･4

 授業料目の名称 単位数  履  修  方  法

 地理学（地誌を含む｡）

「哲学、倫理学、宗教学」

「 法律学、政治学 」

学則別表3－1に定める法学専門教育科目の中

で「教科に関する科目」として認定された科目
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授業を行
う 年 次

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅰ
（ 体 つ く り 運 動 ）

1 1
１ 　〇印の授業科目を

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅱ
（ 水 泳 ）

1 1
36単位修得すること。

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅲ
（ 器 械 運 動 ）

1 2

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅳ
（ 陸 上 ）

1 2 ２

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅴ
（ ラ グ ビ ー フ ッ ト
ボール、サッカー）

1 2

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅵ
（ ハ ン ド ボ ー ル 、
ソ フ ト ボ ー ル ）

1 2

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅶ
（ バ レ ー ボ ー ル 、
バスケットボール）

1 3

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅸ
（ 柔 道 ､ 剣 道 ）

1 3

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅹ
（ ダ ン ス ）

1 3

〇 体育・スポーツ哲学 2 1

〇
メンタルマネジメント

（含､スポーツ心理学） 2 2

〇 スポーツ経営･管理学 2 2

〇 ス ポ ー ツ 社 会 学 2 3

〇 体 育 ・ ス ポ ー ツ 史 2 1

〇
運 動 学
（含、運動方法学）

2 1

〇 ト レ ー ニ ン グ 論 2 2

〇 コ ー チ ン グ 論 2 2

〇 コンディショニング論 2 3

〇 運 動 生 理 学 2 1

〇 衛 生 ・ 公 衆 衛 生 学 2 3

〇 学 校 保 健 2 3

〇 ス ポ ー ツ 医 学 2 2

(2)中学校教諭一種免許状（保健体育）
教育職員免許法施行

 授業料目の名称 単位数  履  修  方  法
規則に定める区分

　前項の修得すべき
単位数について、20
単位を超えて修得し
た単位は、「教科又
は教職に関する科目」
の単位として取扱う
ものとする。体 育 実 技

「体育原理、体育心理
学、体育経営管理学、
体育社会学、体育史」
及び運動学（運動方法
学を含む。）

生理学（運動生理学
を 含 む 。 ）

衛生学及び公衆衛生学

　学校保健（小児保健、
　精神保健、学校安全及
　び救急処置を含む。）
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(3)高等学校教諭一種免許状（地理歴史）

教 育 職 員 免 許 法 施 行 授業を行

規 則 に 定 め る 区 分 う 年 次

○ 日 本 史 Ⅰ 2 1･2･3･4 １ 　○印の授業料目を

○ 日 本 史 Ⅱ 2 1･2･3･4 全て含め、20単位以

日 本 教 育 史 Ⅰ 2 2･3 上修得すること。

日 本 教 育 史 Ⅱ 2 2･3

○ 外 国 史 Ⅰ 2 1･2･3･4 ２ 　前項の修得すべき

○ 外 国 史 Ⅱ 2 1･2･3･4 単位数について、20

法 思 想 史 Ａ 2 3･4 単位を超えて修得し

法 思 想 史 Ｂ 2 3･4 た単位は、「教科又

国 際 法 Ａ 2 2 は教職に関する科目」

外 国 法 Ａ 2 3･4 の単位として取扱う

外 国 法 Ｂ 2 3･4 ものとする。

○ 地 理 学 Ⅰ 2 1･2･3･4

人 文 地 理 学 及 び ○ 地 理 学 Ⅱ 2 1･2･3･4

自 然 地 理 学 ○ 自 然 地 理 学 Ⅰ 2 2･3

○ 自 然 地 理 学 Ⅱ 2 2･3

○ 地 誌 学 Ⅰ 2 2･3

○ 地 誌 学 Ⅱ 2 2･3  

教 育 職 員 免 許 法 施 行 授業を行

規 則 に 定 め る 区 分 う 年 次

○ 社 会 学 Ⅰ 2 1･2･3･4 １ 　○印の授業料目を

○ 社 会 学 Ⅱ 2 1･2･3･4 全て含め、20単位以

「社 会 学、経 済 学 法 社 会 学 Ａ 2 3･4 上修得すること。

（国際経済を含む｡)」 法 社 会 学 Ｂ 2 3･4

経 済 原 論 Ⅰ 2 2 ２ 　前項の修得すべき

経 済 原 論 Ⅱ 2 2 単位数について、20

経 済 法 2 3･4 単位を超えて修得し

○ 哲 学 Ⅰ 2 1･2･3･4 た単位は、「教科又

「 哲 学 、 倫 理 学 、 ○ 哲 学 Ⅱ 2 1･2･3･4 は教職に関する科目｣

宗 教 学 、 心 理 学 」 ○ 倫 理 学 Ⅰ 2 1･2･3･4 の単位として取扱う

○ 倫 理 学 Ⅱ 2 1･2･3･4 ものとする。

○ 国 際 法 Ｂ 2 2

政 治 学 Ⅰ 2 3･4

政 治 学 Ⅱ 2 3･4  

「法律学（国際法を含む｡)、 行 政 学 Ⅰ 2 3･4  

  政治学（国際政治を含む。）」 行 政 学 Ⅱ 2 3･4  

 

 

授 業 科 目 の 名 称 単位数  履  修  方  法

日 本 史

外 国 史

地 誌

(4)高等学校教諭一種免許状（公民）

授 業 科 目 の 名 称 単位数   履  修  方  法

学則別表3-1に定める法学専門教育科目の中

で「教科に関する科目 」として認定された科目
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(5) 高等学校教諭一種免許状（商業）

授業を行
う 年 次

○ 職 業 指 導 Ⅰ 2 2･3 １ 　○印の授業料目を

○ 職 業 指 導 Ⅱ 2 2･3 全て含め、20単位以

○ 商 業 概 論 Ⅰ 2 3･4 上修得すること。

○ 商 業 概 論 Ⅱ 2 3･4

２ 　前項の修得すべき

単位数について、20

商業の関係科目 単位を超えて修得し

た単位は、「教科又

は教職に関する科目｣

の単位として取扱う

ものとする。

(6) 高等学校教諭一種免許状（保健体育）

授業を行
う 年 次

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅰ
（ 体 つ く り 運 動 ） 1 1 １ 　〇印の授業科目を

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅱ
（ 水 泳 ） 1 1

36単位修得すること。

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅲ
（ 器 械 運 動 ） 1 2

２

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅳ
（ 陸 上 ） 1 2

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅴ
（ ラ グ ビ ー フ ッ ト
ボ ー ル 、 サ ッ カ ー ）

1 2

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅵ
（ ハ ン ド ボ ー ル 、
ソ フ ト ボ ー ル ）

1 2

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅶ
（ バ レ ー ボ ー ル 、
バ ス ケ ッ ト ボ ー ル ）

1 3

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅸ
（ 柔 道 、 剣 道 ） 1 3

〇
ス ポ ー ツ 実 技 Ⅹ
（ ダ ン ス ） 1 3

〇 体 育 ・ ス ポ ー ツ 哲 学 2 1

〇
メンタルマネジメント
（含、スポーツ心理学） 2 2

〇 スポーツ経営・管理学 2 2

〇 ス ポ ー ツ 社 会 学 2 3

〇 体 育 ・ ス ポ ー ツ 史 2 1

〇
運 動 学
（ 含 、 運 動 方 法 学 ） 2 1

〇 ト レ ー ニ ン グ 論 2 2

〇 コ ー チ ン グ 論 2 2

〇 コンディショニング論 2 3

〇 運 動 生 理 学 2 1

〇 衛 生 ・ 公 衆 衛 生 学 2 3

〇 学 校 保 健 2 3

〇 ス ポ ー ツ 医 学 2 2

③　削除

教育職員免許法施行
 授 業 料 目の 名 称 単位数  履  修  方  法

規則に定める区分

職業指導

単位数  履  修  方  法
規則に定める区分

　前項の修得すべき
単位数について、20
単位を超えて修得し
た単位は、「教科又
は教職に関する科目」
の単位として取扱う
ものとする。

体 育 実 技

① 経営学部経営学科は、学則別表2-1に定

める専門教育科目の中で｢教科に関する科目」

  として認定された科目

②　削除

「体育原理、体育心
理学、体育経営管理
学、体育社会学、体
育史」及び運動学
（運動方法学を含
む。）

生理学（運動生理学
を 含 む 。 ）

 衛生学及び公衆衛生学

学校保健（小児保健、
精神保健、学校安全及
び救急処置を含む。）

教育職員免許法施行
 授業料目の名称
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２　教職に関する科目

授業を行

各 科 目 に 含 め る う 年 次

必 要 事 項

教職の意義及び教

員の役割 １ 　◎印の授業科目を

教職の 教員の職務内容（研 23単位修得すること。

意義等 修、服務及び身分保

に関す 障等を含む｡） ２ 　〇印の授業科目を

る科目 進路選択に資する 取得希望の免許教科

各種の機会の提供 ごとに４単位修得す

等 ること。

教育の理念並びに 　なお、中学校教諭

教育に関する歴史 ◎ 一種免許状（保健体

及び思想 育）を取得希望の者

幼児、児童及び生徒 は、併せて△印の授

教育の の心身の発達及び 業科目を４単位修得

基礎理 学習の過程(障害の すること。

論に関 ある幼児、児童及び ◎

する科 生徒の心身の発達 ３ 　中学校教諭一種免

目 及び学習の過程を 許状を取得希望の者

含む｡） は、前二項の単位に

教育に関する社会 加えて、※印の授業

的、制度的又は経営 ◎ 科目を４単位修得す

的事項 ること。

教育課程の意義及

び編成の方法 ４ 　取得希望の免許教

○ 社 会 科 教 育 法 Ⅰ 2 2 科ごとに修得すべき

○ 社 会 科 教 育 法 Ⅱ 2 2 単位数を超えて修得

○ 地理歴史科教育法Ⅰ 2 3 した単位は、「教科

教育課 ○ 地理歴史科教育法Ⅱ 2 3 又は教職に関する科

程及び 各 教 科 の 指 導 法 ○ 公 民 科 教 育 法 Ⅰ 2 3 目」の単位として取

指導法 ○ 公 民 科 教 育 法 Ⅱ 2 3 扱うものとする。

に関す ○ 商 業 科 教 育 法 Ⅰ 2 3

る科目 ○ 商 業 科 教 育 法 Ⅱ 2 3

○ 保健体育科教育法Ⅰ 2 3

○ 保健体育科教育法Ⅱ 2 3

△ 保健体育科教育法Ⅲ 2 3

△ 保健体育科教育法Ⅳ 2 3

教育の方法及び技

術（情報機器及び教 ◎

材の活用を含む｡）

教 育 職 員 免 許 法 施 行

授 業 科 目 の 名 称 単位数
規 則 に 定 め る 区 分

科 目

◎ 教 職 入 門 2 1

教 育 原 理 2 1

教 育 心 理 学 2 2

教 育 制 度 論 2 2

◎ 教 育 課 程 論 2 2

道 徳 の 指 導 法 ※ 道徳教育の指導法 2 3

特別活動の指導法 ◎ 特別活動の指導法 2 3

教育の方法と技術 2 2
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授業を行

各 科 目 に 含 め る う 年 次

必 要 事 項

生徒指導の理論及

生徒指 び方法

導、教 進路指導の理論及

育相談 び方法

及び進 教育相談(カウンセ

路指導 リングに関する基

等に関 礎 的 な 知 識 を 含

する科 む｡）の理論及び方

目 法

◎教 育 実 習 指 導 3

※教 育 実 習 Ⅰ 3

◎教 育 実 習 Ⅱ 4

◎ 教 職 実 践 演 習

（中・高）

教 育 職 員 免 許 法 施 行

授 業 科 目 の 名 称 単位数  履  修  方  法
規 則 に 定 め る 区 分

科  目

◎生徒・進路指導論 2 2

◎ 教 育 相 談 2 2

4

教 育 実 習

1

2

2

教職実践演習 2
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3 教科又は教職に関する科目

教育職員免許施行 授業を行
規則に定める区分 う 年 次

　中学校教諭一種免

 教科又は教職に関する 許状を取得希望の者

 科目 のみ修得すること。

　取得希望の免許種

に応じて、次のとお

り修得すること。

①　中学校教論一種

　免許状を取得希望

　の者は、6単位

②　高等学校教諭一

　種免許状を取得希

　望の者は、16単位

　ただし、中学校教

　諭一種免許状と併

　せて取得希望の者

　は、14単位

別表6 （第37条、第38条関係）

 1 入学検定料
（単位　円）

区 分

歯 学 部

経 営 学 部

法 学 部

保 健 医 療 学 部

備考

  入学検定料は、入学願書を提出する際に納付するものとする。

備   考

 授 業 科 目 の 名 称 単位数  履  修  方  法

介 護 等 体 験 2 2･3･4

30,000

・ 大学入試センター試験利用

　 の場合は、15,000円とする。

・ 科目等履修生については

　 5,000円とする。

教育職員免許法に定める大学において修得す

ることを必要とする最低単位数を超えて履修

する「教科に関する科目」又は「教職に関する

科目」

入学検定料
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2 学　費 （単位　円）
歯学教育 施　設
充 実 費 維持費

 歯学教育充実費、施設維持

 費、実習費、授業料は年額

 とする。

・授業料は3月額とする。

・予定在学期間分を一括納

  付すること。

・授業料は1単位あたりの金

  額とする。

備考

１　入学金は、入学年度のみとし、入学手続期間内に納付するものとする。

２　歯学教育充実費の納付は、在学６年間とする。

３　平成22年度以前に入学した歯学部学生は、歯学教育充実費の納入を要しない。

４　各年度に係る授業料、実習費、施設維持費及び歯学教育充実費は、前学期及び後学期に分けて納付するものとし、

　前学期にあっては４月、後学期にあっては10月とする。この場合のそれぞれの期において納付する額は、年額の２

　分の１に相当する額とする。

５　前号の規定にかかわらず、前学期に係る授業料、実習費、施設維持費及び歯学教育充実費を納付する際に、当該

　年度の後学期に係る授業料、実習費、施設維持費及び歯学教育充実費を併せて納付することができるものとする。

６　前２号の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、学費支弁者の申し出に基づき延納又は月割分納を許可す

　ることができる。この場合、延納を許可する期間は、その都度定めるものとし、月割分納額は、授業料、実習費、

　施設維持費及び歯学教育充実費の年額の12分の１に相当する額とする。

７　入学年度の前学期の授業料、実習費、施設維持費及び歯学教育充実費については、第４号の規定にかかわらず、

　入学手続期間内に納付するものとする。入学者が後学期に係る授業料、実習費、施設維持費及び歯学教育充実費を

　併せて納付しようとするときは、これらを入学手続期間内に納付しなければならない。

３　編入学生及び転入学生の入学金は前項の金額とし、施設維持費、実習費、授業料及び歯学教育充実費

　は入学を許可された学部の年次の在学生と同額とする｡

４　再入学生の入学金は免除とし、施設維持費、実習費、授業料は入学を許可された学部の年次の在学生

　と同額とする。ただし、歯学教育充実費については別に定める。

５　転学部生及び転学科生の施設維持費、実習費、授業料は転学部又は転学科を許可された学部・学科の

　年次の在学生と同額とする。なお、歯学部への転学部生の歯学教育充実費については別に定める。

６　委託生の学費の納付金額は、その在学期間、履修内容により第２項の各区分に該当する欄の金額を準

　用する。

歯 学 部 専 攻 生

科 目 等 履 修 生

歯 学 部 修 練 生

10,000

100,000

備　　　考授業料

240,000

 授業料は年額とする。

60,000

1,900,000

450,000

685,000

 授業料は年額とする。

725,000

450,000

725,000

◎入学金 実習費区   分

400,000400,000 780,000歯 学 部 学 生

法 学 部 学 生

経 営 学 部 学 生
300,000

300,000

保健医療学部看護学科
学 生

歯 学 部 研 究 生

290,000

300,000 350,000 350,000

保 健 医 療 学 部 健 康 ス
ポ ー ツ 科 学 科 学 生

10,000



 
 

－1－ 
 

朝日大学保健医療学部教授会規程（案） 

（目的） 

第１条 この規程は、朝日大学学則第53条第2項の規定に基づき、保健医療学部教授会（以下「教授会」

という。）に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（構成） 

第２条 教授会は、学部長及び学部の専任の教授をもって組織する。 

２ 前項の規定にかかわらず教授会が必要と認めたときは、専任の准教授、講師及び助教を加えるこ

とができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、学校法人朝日大学特別契約職員規程及び学校法人朝日大学特定契約

職員規程により採用された専任の教員については、教授会の構成員から除くことができる。 

 

（学長、副学長及び事務局長の出席） 

第３条 学長及び副学長は教授会に出席して審議事項に関し説明、陳述することができる。 

２ 事務局長は教授会に出席して所轄事務に関し説明、陳述することができる。 

 

（審議事項） 

第４条 教授会は、学長が保健医療学部に係る次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり審

議し、意見を述べるものとする。 

(１) 学生の入学及び卒業に関する事項 

(２) 学位の授与に関する事項 

(３) 前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必

要なものとして学長が定める事項 

２ 教授会は、前項に定めるもののほか、学長及び学部長（以下「学長等」という。）がつかさどる

教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 

３ 第１項第３号に規定する学長が定める事項は、学長裁定で定める。 

 

（会議） 

第５条 教授会は、学部長が招集し、その議長となる。ただし、学部長に事故あるときは、あらかじ

め学部長の指名した者が当該職務を代行する。 

２ 教授会は、原則として、毎月１回開催するものとする。ただし、学部長は必要がある場合、臨時

に教授会を招集することができる。 

３ 前項のほか、教授会構成員の３分の１以上の要求があるときは、学部長は教授会を招集しなけれ

ばならない。 

４ 教授会を招集するときは、日時、場所、審議事項を書面にて、会議の７日前までに通知するもの

とする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。 

５ 教授会は、教授会構成員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

６ 前項の場合において、あらかじめ委任状を提出した者は、出席者とみなす。 

７ 次の各号の一つに該当する者は、定足数から除外することができる。 

(１) 引き続き３月以上にわたる事故のため、教授会に出席できないと認められる者 

(２) 海外に出張中の者 

８ 教授会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（代議員会） 

第６条 教授会は、会議運営を円滑に進めるため、第２条に定める教授会構成員の一部の者をもって

構成する代議員会を置くことができる。 

２ 教授会は、代議員会の意見をもって、教授会の意見とすることができる。 

３ 代議員会の運営及び組織に関することは、別に定める。 



 
 

－2－ 
 

（議事録） 

第７条 教授会の議事については、議事要録を作成し、教授会においてその確認を得なければならな

い。 

 

（庶務） 

第８条 教授会の事務は、学事部学事一課において行うものとする。 

 

（委員会） 

第９条 教授会は、必要に応じ委員会を置くことができる。 

 

（改正） 

第10条 この規程の改正は、理事会が学長の意見を聴いて行うものとする。 

 

附 則（平成25年４月25日） 

この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（2015年５月28日） 

この改正は、2015年５月28日から施行し、2015年４月１日から適用する。 
附 則（2016年○月○日） 

この改正は、2017年４月１日から施行する。 
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る。 
(イ)インターンシップⅡ 

○ 実施目的 
学生に就業体験の機会を与え、ホームページや会社案内を読むだけでは知り得

ない実際のビジネスの現場を体験することで、将来の就職でのミスマッチを減ら

し、学業生活における方向付けや将来のキャリアプランに役立てる。 
○ 実施時期 

夏期（８・９月） 冬期（12・１月） 春期（２・３月） その他 
○ 実習期間 

インターンシップ先が認める期間（56 時間以上） 
○ 応募資格 

インターンシップを希望する学生で、指導教員が推薦し学科長が認めた者 
○ 事前研修・事後研修 

就職支援委員及び就職支援課が実施する。 
○ 評価 

単位認定基準を満たす者について、「インターンシップ実習日誌」、「インターン

シップ実習報告書」、「インターンシップ実習評価表」に基づき、就職支援委員会及

び教務学生委員会において審議の上、教授会にて認定する。 
※単位認定基準→事前研修２時間＋実習 56 時間以上＋事後研修２時間 

○ インターンシップ先 
法学部及び経営学部におけるインターンシップ先の企業等において行う予定で

ある。 
○ 外部との連携 

岐阜県インターンシップ推進協議会（岐阜県内企業・自治体）、愛知中小企業家

同友会（愛知県内企業） 
 

② インターンシップ先の確保の状況 

インターンシップⅠについては、連携協定締結先において行う。インターンシップ

Ⅱについては、法学部及び経営学部におけるインターンシップ先の企業等 74 社にお

いて行う予定である。 

 

③ インターンシップ先との連携体制 

インターンシップⅡに参加希望学生は、「インターンシップ実習参加申込書」に所

定事項を記入し指導教員へ提出する。指導教員は当該学生と面談し、推薦可能な場合

は、指導教員欄に押印の上、学科長の承認を得る。完備した「インターンシップ実習

参加申込書」は就職支援委員長（就職支援課）へ提出する。 
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設置の趣旨等を記載した書類 

 
１ 朝日大学の建学の精神 

 
朝日大学（以下「本大学」という。）は、建学の精神である「国際未来社会を切り開く

社会性と創造性、そして、人類普遍の人間的知性に富む人間を育成する」に基づき、法学

部、経営学部、保健医療学部、歯学部、歯学研究科、経営学研究科、法学研究科及び留学

生別科を設置し、地域社会の要請に応じた人材の養成に努めている。 

 
 

２ 朝日大学の沿革 
 
本大学は、「歯科医学の理論及びその臨床的適用を教育研究する」ことを目的として、

昭和 46(1971)年に創立された岐阜歯科大学を前身としている。 
昭和 60 年代に入り、社会情勢・産業構造が大きく変遷していく中、わが国は高度国際

化・情報化・高齢化社会に入り、21 世紀を迎える状況となった。高等教育機関において

も、時代の変化に即応した教育体系と内容の確立が急務となり、昭和 60(1985)年４月に

経営学部経営学科を設置して、大学名を朝日大学と改め総合大学としての第一歩を踏み

出した。 
昭和 62(1987)年４月に法学部法学科、平成 3(1991)年４月に経営学部情報管理学科（平

成 24(2012)年４月に経営情報学科に名称変更）、平成 14(2002)年４月に経営学部ビジネ

ス企画学科を設置した。 
その後、看護師不足の状況を早急に解決したいという地域社会の要請に応えるため平

成 26(2014)年４月に保健医療学部看護学科を設置、同時に経営学部経営情報学科の学生

募集を停止し、４学部５学科を擁する総合大学として現在に至っている。 
 
また、大学院の整備充実にも力を注ぎ、昭和 52(1977)年に歯学研究科歯学専攻博士課

程、平成 4(1992)年に法学研究科法学専攻修士課程、平成 6(1994)年に法学研究科法学専

攻博士課程（博士前期課程、博士後期課程）、平成 7(1995)年に経営学研究科情報管理学

専攻修士課程、平成 9(1997)年に経営学研究科情報管理学専攻博士課程（博士前期課程、

博士後期課程）を設置し、全ての学部の上に大学院の設置を行ったが、法学研究科及び経

営学研究科においては入学者数の減少に伴い、平成 26(2014)年に法学研究科博士後期課

程（法学専攻）の学生募集を停止し、同研究科の課程名称を博士前期から修士に改め、経

営学研究科博士後期課程（情報管理学専攻）の学生募集を停止し、同研究科の課程名称を

博士前期から修士に、併せて同研究科の専攻名称を情報管理学から経営学に改めた。 
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このほか、歯学部の附置施設である歯学部附属病院（岐阜県瑞穂市）、歯学部附属病院

PDI 岐阜歯科診療所（岐阜県岐阜市）、歯学部附属村上記念病院（岐阜県岐阜市）の３医

療機関においては、それぞれが地域の医療拠点として、地域住民の健康の維持・増進に対

する責務を果たすべく、高度で先進的な医療の提供を行っている。 
さらに、本大学に加え、昭和 48(1973)年には、岐阜歯科大学附属歯科衛生士学校（昭

和 60(1985)年に朝日大学歯科衛生士専門学校と改称）を設置し、歯科医療分野における

医療技術者養成にも大きく貢献を行っている。 
 

【資料９－１】 朝日大学組織図 
 
 

３ 設置の趣旨と必要性 
 
（１）設置の趣旨 

本大学は、医療系の学部、学科として、歯学部歯学科と保健医療学部看護学科を設置

し、及び歯学部の附置施設である附属病院、PDI 岐阜歯科診療所、附属村上記念病院の

３医療機関を有し、医療分野に関する教育研究実績を十分に積み上げており、これらの

実績を基に、医療系学部の更なる発展を実現したいと考えている。 
 
これまで本大学が取り組んできた事業計画の一つに体育会活動の支援がある。これ

は平成 24(2012)年の「ぎふ清流国体」の開催に向けて、岐阜県からの要請に応える形

で、学生のスポーツ活動の強化及び充実を図り、大学の活性化を推進するため、平成

14(2002)年４月に学長の直轄組織としてスポーツ強化種目で組織する「体育会」を設置

したことが始まりである。今日まで大学を挙げて支援し、多くのトップアスリートを社

会に送り出している。 
体育会発足時は 10 種目の競技でスタートをしたが、現在は 12 種目の競技（硬式野

球、ラクビーフットボール、バレーボール、相撲、卓球、女子柔道、フェンシング、剣

道、ホッケー、硬式テニス、自転車競技、ハンドボール）と個人指定種目を強化種目に

指定し、平成 27(2015)年度は 632 人の学生（以下「スポーツ学生」という。）が所属し

ている。公務員志望のスポーツ学生は法学部に、スポーツ関連ビジネス・一般企業への

就職を希望するスポーツ学生は経営学部に入学している。 
体育会活動の支援に当たっては、競技施設を大学敷地内に順次整備し、スポーツ学生

を支援する人材・施設を十分に整えてきた。 
 
加えて、スポーツ学生を本大学に推薦している高等学校の各競技種目の指導者から

の要望もあり、スポーツ指導者として必要となる資格取得を目指して、平成 19(2007)
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年４月経営学部ビジネス企画学科に、スポーツマネジメントコースを設置し、公益財団

法人日本体育協会公認スポーツ指導資格「スポーツリーダー」が取得できるカリキュラ

ムを編成し、教育を行っている。同コースは、スポーツという強い組織体験を活かして、

その応用としての経営を理解した、チームワークやリーダーシップを持った人材及び

スポーツビジネスなどでの活躍が期待されるアスリート（心身ともにタフな人材）を養

成することを目的としている。 
 
以上のとおり、本大学がこれまで蓄積してきた医療分野に関する教育研究の成果及

び体育会活動を通じてのスポーツ学生への指導実績は、保健体育の教員やスポーツの

指導者の養成に役立たせることができると考え、このたび保健医療学部に「健康スポー

ツ科学科（仮称。以下「本学科」という。）」を設置するものである。 
 

【資料９－２】 朝日大学体育会規程 
【資料９－３】 TRIUMPH vol.14 
【資料９－４】 体育会所属学生数の推移 

   
（２）設置の必要性 

① 国及び岐阜県が進めるスポーツ推進に関する計画を踏まえての必要性 
○ 「スポーツ基本計画」に基づく大学への期待 

平成 23(2011)年６月に制定されたスポーツ基本法（平成 23 年法律第 78 号）に

基づき、平成 24(2012)年３月にスポーツの推進に関する基本的な計画として「ス

ポーツ基本計画」が策定され文部科学大臣から示された。 
 
この基本計画の「第３章 今後５年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策」

の各項目において、今後の具体的施策展開が数多く示されているが、この中で大学

に対しては次のことが期待されている。 
 
(ア) 学校の体育に関する活動の充実 

大学においては、大学の自主性に基づき、教員養成課程において、健康や安全、

障害者に配慮した体育の授業や運動部活動の指導・経営・調整に必要な確かな力

量等を備えた教員を養成する ため、学校現場と連携するとともに、カリキュラ

ムや学習指導方法の一層の改善を図ることが期待される。 
(イ)ライフステージに応じたスポーツ活動等の推進 

● 国は、独立行政法人、大学・研究機関、スポーツ団体、民間事業者等 と連

携を図りながら、スポーツ医科学の研究成果を活用し、心身の健康の保持・増

進のために各年齢層、性別等ごとに日常的に望まれる運動量の目安となる指
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針・基準の策定を行い、その普及・啓発を図る。 
● 国は、独立行政法人、大学・研究機関、スポーツ団体、民間事業者等 と連

携し、仕事や家事・育児とのバランスを図りながら日常的に気楽にスポーツに

親しめるよう、仕事や家事・育児の合間に行える運動等について開発・普及・

啓発を図る。 
(ウ)スポーツにおける安全の確保 

国は、独立行政法人、地方公共団体、大学・研究機関、スポーツ団体、民間事

業者等 と連携を図りつつ、全国的なスポーツ事故・外傷・障害等の実態を把握

し、その原因を分析して、スポーツ事故・外傷・障害等の確実な予防を可能にす

るスポーツ医科学の疫学的研究の取組を推進する。 
(エ)地域のスポーツ指導者等の充実 
● 国は、例えば、企業や 大学の公開（寄附）講座や講習会等の開催によるス

ポーツ指導者の資質向上を図るなど、地元の企業や大学と総合型クラブとの

連携・協働の取組を支援する。 
● 国及び地方公共団体は、大学、スポーツ団体及び企業等 と連携して、スポ

ーツツーリズムや観光によるまちづくりに関する専門的知識を有する人材の

育成及びそれらの地域スポーツにおけるコーディネーター等としての活用を

促進する。 
● 地方公共団体においては、体育系大学の卒業生やスポーツ指導者の有資格

者等の質の高いスポーツ指導者を公共スポーツ施設や総合型クラブの支援策

を担当する部署や機関で活用する とともに、指導者の研修の充実を図るなど、

地域のニーズに則した人材確保、活用方策を検討することが期待される。 
(オ)地域スポーツと企業・大学等との連携 

● 大学においては、地方公共団体や企業等との連携・協働により、スポーツ医

科学研究や人材の交流、施設の開放、総合型クラブの運営や地元のジュニアア

スリートの発掘・育成、スポーツ指導者等の養成等スポーツを通じた地域貢献

活動を実施することが期待される。 
● 大学においては、学生によるスポーツボランティア活動を支援することが

期待される。 
(カ)トップアスリートのための強化・研究活動等の拠点構築 

大学においては、競技性の高い障害者スポーツを含めた トップスポーツにつ

いて、これまでの指導・研究活動の実績等を活かしながら、高度な練習施設の活

用、今後のさらなる競技力強化へ向けてのアスリート・スポーツ指導者等の人材

養成や調査研究活動の充実に取り組むこと等が期待される。また、大学の教職員

や学生が、アスリートや指導者等として、国際競技大会等に積極的に参加できる

ような配慮を行うことが期待される。 
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以上のスポーツ基本計画の実現にあたっては、大学に対して、地方公共団体や企

業等との連携・協働により、スポーツ医科学研究や人材の交流、施設の開放、総合

型クラブの運営や地元のジュニアアスリートの発掘・育成、スポーツ指導者等の養

成等スポーツを通じた地域貢献活動を実施することが期待されており、これを実

現するために学科設置の必要性は十分にあると考える。 
 

【資料９－５】 スポーツ基本計画（抜粋） 
 

○ 「清流の国ぎふスポーツ推進計画」に基づく大学への期待 
岐阜県では、これまで取り組んできたさまざまな施策の成果を踏まえ、国の「ス

ポーツ基本計画」や「岐阜県清流の国スポーツ推進条例」の理念を具現化し、社会、

経済、県民生活や意識の変化に対応するため、岐阜県スポーツ推進審議会の答申を

受け、平成 27(2015)年３月に「清流の国ぎふスポーツ推進計画」が策定された。 
 
この計画は、スポーツ推進の６つの柱として、①競技スポーツの推進、②地域ス

ポーツの推進、③学校体育の推進、④障がい者スポーツの推進、⑤スポーツによる

地域振興、⑥スポーツ環境の整備が示されている。具体的には「第３章 施策の展

開」において、次の施策が掲げられている。 
 

(ア)スポーツを支える人材の育成 
● 総合型地域スポーツクラブを始めとする地域のクラブ発展のためには、各

クラブを運営する優秀なクラブマネージャーの存在が必要です 。そのため、

クラブマネジメント資格の取得促進やマネージャー候補者の資質向上を図る

ための講習会を開催します。 
● 地域スポーツクラブの運営には 、実際にスポーツを楽しむ参加者はもちろ

ん、クラブ運営を担うスタッフや指導者などたくさんの人々の力が必要です

が、人材不足のため、運営に支障をきたしているクラブも少なくありません。

こうした現状を打破するため、クラブ間の連携を強化し、人材を交流させるこ

とにより、地域全体のスポーツの活性化を図ります。 
(イ)運動部活動の充実 

運動部活動は、生徒の個性や能力を伸長し、生涯にわたって運動やスポーツに

親しむ資質や能力を高め、同時に、学年を超えた人間関係の中で、生徒の自主性、

協調性、責任感、連帯感などの社会性を高める有意義な活動です。こうした 運

動部活動を活性化し、充実を図るためには、指導者の育成が必要不可欠です 。

現在、教職員の大量退職が進み、10 年後には教職経験 10 年目までの教職員が全

教職員の約３分の１近くを占めることが予想されています。こうした運動部活
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動の指導経験の少ない教職員や、経験したことがない種目を新たに指導する教

職員に対して、安全で確かな指導力が身に付くよう運動部活動の実技講習会等

を実施します。 
 

以上の清流の国ぎふスポーツ推進計画の実現にあたって、大学に対して、トップ

アスリートや優秀指導者を学校及び地域クラブ等に派遣し、子どもたちの競技力

の向上に繋げたいとの要請がある。また、総合型地域スポーツクラブの活動や運営

を充実させるため、有資格者であるクラブマネージャー及びアシスタントマネー

ジャーの育成も求められており、これを実現するために学科設置の必要性は十分

にあると考える。 
 

【資料９－６】 清流の国ぎふスポーツ推進計画（抜粋） 
 

② 体育関係の学部・学科の設置状況等を踏まえた必要性 
岐阜県内において、保健体育教員免許状（中学校・高等学校一種）が取得できる大

学は、岐阜大学教育学部学校教育教員養成課程、岐阜聖徳学園大学教育学部学校教育

課程、岐阜経済大学経営学部スポーツ経営学科の３大学である。しかしながら、スポ

ーツを軸とする専門的研究を行い、スポーツ科学分野の学修を学校体育にとどまら

ず、地域スポーツの活動に貢献できる人材及び健康科学分野の学修を社会の健康づ

くりや身体づくりに生かすことのできる人材の養成を目的とする学部・学科は、設置

されていない。  
近年、スポーツは子どもから高齢者、健常者並びに障がい者に至るまで、多様な身

体的・社会的要因を有した活動者に対して楽しさや仲間づくり、健康・体力の保持増

進、競技力の向上等、求められるニーズも多様化してきている。学校体育・スポーツ

の現場においては、従前からの経験主義に基づいた指導だけでなく、健康や運動に関

して、年齢や発育発達、目的、技能レベル等の様々な要件に合わせ合理的・効果的に

指導のできる健康科学やスポーツ科学の両面から、幅広い専門知識や指導力、実践力

等を身に付けた人材（保健体育の教員やスポーツ指導者等の養成）が求められている。 
このことから、健康科学とスポーツ科学の両面から、人材の養成を図る学科の必要

性は十分にある。また、設置の趣旨で述べたとおり本大学がこれまで蓄積してきた医

療分野に関する教育研究の成果及び体育会活動を通じてのスポーツ学生への指導実

績は、保健体育の教員やスポーツの指導者の養成に役立たせることができると考え

ている。 
 

③ 保健医療学部に新学科を設置する必要性 
本大学の保健医療学部は、平成 26（2014）年４月に「保健衛生学の専門的知識及
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び高度な医療技術並びに社会人として豊かな学識と技能を体系的に教授研究し、高

い倫理観と豊かな人間性・国際性を兼ね備えた人材を養成する。」ことを目的として、

看護師不足の状況を早急に解決したいという地域社会の要請に応えるため看護学科

を設置し１学科でスタートした。 
     このたび、本大学に保健体育の教員やスポーツ指導者等を養成する学科を設置す

るに当たって、岐阜県内に設置されていない健康科学とスポーツ科学の両面から、人

材の養成を図る学科を設置するという基本構想を実現するには、既設の保健医療学

部内に設置することが最適であると判断した。 
これは、少子・高齢化社会の中で、国及び地方公共団体をはじめ、地域社会さらに

は個人においても健康志向が高まっており、健康づくりや体力づくり、食育、生活習

慣病予防等が重要な課題あるいは関心事となっている。こうした状況においてスポ

ーツの果たす役割や期待も大きく、本大学の歯学部や保健医療学部の様々な資源を

有効に活用できる教育環境の中で、保健衛生や健康・体力づくり等の健康科学分野の

人材を養成するとともに、スポーツ生理学やスポーツ社会学等のスポーツ科学分野

の専門的知識や技能、実践力等を有した保健体育教員やスポーツ指導者の養成を目

指し、本大学の健康スポーツ科学の教育・研究機能を十分に機能させることで、本学

科の教育目的を達成することができると考えていることから、保健医療学部に保健

体育の教員やスポーツ指導者等を養成する学科を設置する理由であり、その必要性

は十分にある。 
 
＜本学科の教育上の目的＞ 

これまで述べてきた設置の趣旨及び設置の必要性に基づき、本大学の建学の精神に 
則り、「本学科は、研究対象とする中心分野を健康科学及びスポーツ科学の分野とし、

これに関する教育研究を通して、健康科学やスポーツ科学に関する専門知識並びに高

度なスポーツ実践技能及び指導技術さらに社会人としての豊かな学識と社会的技量を

修得し、高い倫理観と豊かな人間性と国際性を兼ね備え、社会に貢献できる人材を養

成する。」ことを目的とする。 
 
また、以上の教育目的を達成するため、次の４つの能力を育成し、健康やスポーツに 

関する知識・技術・技能を修得させることを目標としている。 
(ア) オールラウンドなスポーツ実践能力 

中学校・高等学校の教員を目指す者は、専門とする種目の競技力のみならず、学 
習指導要領に示されているスポーツ種目全般を学び、実践能力を修得する。 

(イ) ライフステージに応じたスポーツ指導能力 
指導の対象者は、年齢、性別、技術水準、健常者であるか障がい者であるかなど 

その範囲は広く、発育発達論、生涯スポーツ論等を学びそれぞれの対象者に適した
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指導能力を修得する。 
(ウ) 健康やスポーツを科学的視点から捉える思考能力 

健康増進やスポーツパフォーマンスの向上には必ず科学的な根拠があり、過去 
の経験や体験からの指導では望む結果は得られない。運動生理学、運動学（含、運

動方法学）、メンタルマネジメント（含、スポーツ心理学）等を学び、健康やスポ

ーツを科学的視点から捉える思考能力を修得する。 
(エ) スポーツにおける企画及び管理・運営能力 

学校や地域等において、その集団の状況を把握・分析し、組織や体育・スポーツ

活動の企画及び管理・運営が適切に実施できるよう、スポーツ行政論、スポーツ経

営・管理学、スポーツマネジメント等を学び、企画及び管理・運営能力を修得する。 
 

＜本学科が養成する人材＞ 
前記の４つの能力を育成し、健康やスポーツに関する知識・技術・技能を修得させ、 

次のような人材の養成を目指している。 
(ア) 中学校・高等学校の保健体育教員の養成 

本学科の教育課程を履修することにより、体育学の専門知識及び高度なスポー

ツ実践技能を兼ね備えた、体育の授業はもとより運動部活動の活性化にも貢献で

きる、教育現場が求める保健体育教員を養成する。 
(イ) ライフステージに応じた指導のできる人材の養成 

一般からトップアスリート、さらには全ての年齢層における健康維持・増進、ラ

イフスタイルやライフステージに合わせたトレーニングプログラムの提供及び実

践ができる指導者を養成する。 
(ウ) 地域のスポーツを支える人材の養成 

地域スポーツの推進には、地域スポーツクラブやスポーツイベント等の企画及

び管理・運営に対応できるスポーツマネジメントやスポーツ経営・管理学などを学

修し、さらにはスポーツリーダーの資格を取得することにより、地域でスポーツを

支え、地域に貢献できる人材を養成する。 
 
 
４ 学部・学科の特色 
   

本学科の特色は、平成 17(2005)年１月中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来

像」の提言する「高等教育の多様な機能と個性・特色の明確化」を踏まえて、次のとおり

健康科学やスポーツ科学の専門分野についての教育・研究を推進し、保健体育の教員やス

ポーツ指導者等を養成することを目指していることである。 
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（１）本大学医療系学部と連携した教育 
近年、健康科学やスポーツ科学が、社会から注目される分野となっていること、学術

領域として急速に発展しつつあることから、健康科学やスポーツ科学は高等教育機関

での教育研究の更なる展開が求められている。 
本大学は、医療系の学部学科として歯学部歯学科と保健医療学部看護学科を設置し、

歯学部の附置施設として附属病院、PDI 岐阜歯科診療所、附属村上記念病院の３医療

機関を有している。これらの医療の面から健康科学にアプローチし、さらに体育学分野

の高等教育機関としての役割を果たし、健康スポーツ科学の教育・研究機能を十分機能

させ、本学科の教育目的を達成するものとする。 
 

（２）健康科学とスポーツ科学の両面からの教育 
本学科は、健康科学とスポーツ科学を柱とした教育を展開することとし、履修上のコ

ースとして次の二つを設けて教育を実践する。 
○ 健康科学コース 

健康科学の学修では、主として身体の構造や機能に関する理解を基礎にして、健康

の維持・増進のための身体の動きを学び、また、健康・予防医学に関する学修を行う

スポーツと身体活動を通じた健康づくりの意義を学ぶ。 
○ スポーツ科学コース 

スポーツ科学の学修では、スポーツ医科学に基づくスポーツ競技力・体力の向上の

ためのトレーニング方法の理論と技能を学び、生涯スポーツに繋がる運動習慣を身

に付ける方法を学ぶ。 
 

（３）地域社会への貢献 
岐阜県が進める清流の国ぎふスポーツ推進計画に応えるため、「公益財団法人岐阜県

体育協会」及び「一般社団法人ぎふ瑞穂スポーツガーデン（本大学内に事務所を設置）」

との包括連携協定を締結し、地域スポーツ並びに生涯スポーツの振興に貢献すること

で具体的に計画を進めている。 
 
公益財団法人岐阜県体育協会との連携協力の内容は、次のとおりである。 
① 県内各競技団体における競技力向上に関すること。 
② スポーツ医科学に関する啓発・推進に関すること。 
③ 県民に対するスポーツ活動の推進、健康啓発に関すること。 
④ 総合型地域スポーツクラブの育成に関すること。 
⑤ その他、スポーツを通じて地域の活性化に関すること。 

    
一般社団法人ぎふ瑞穂スポーツガーデンとの連携協力の内容は、次のとおりである。 
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① 各競技団体における競技力向上に関すること。 
② 市民に対するスポーツ活動の推進、健康啓発に関すること。 
③ その他、スポーツを通じた地域の活性化に関すること。 
 
【資料９－７】 朝日大学と公益財団法人岐阜県体育協会との包括連携に関する協

定書 
【資料９－８】 朝日大学と一般社団法人ぎふ瑞穂スポーツガーデンとの包括連携

に関する協定書 
 
（４）特別支援学校との連携 

「岐阜県教育委員会」と連携協定を締結し、岐阜県内の特別支援学校の児童生徒と本

大学の学生が積極的に交流（部活動、運動会や学校祭など）を図り、共生社会の実現に

貢献することを目指して、連携活動を行うこととしている。また、「岐阜市教育委員会」、

「各務原市教育委員会」との間においても、同様に連携協定を締結している。 
連携協力の内容は、次のとおりである。 
① 特別支援学校が行う教育活動及び部活動の充実に関すること。 
② 特別支援学校が行う進路指導及びキャリア教育の推進に関すること。 
③ 特別支援学校が行う教職員研修等の実施に関すること。 
④ その他必要と認める事項 
【資料９－９】 朝日大学と岐阜県教育委員会との連携協力に関する協定書 
【資料９－10】 朝日大学と岐阜市教育委員会との連携協力に関する協定書 
【資料９－11】 朝日大学と各務原市並びに各務原市教育委員会との連携協力 

に関する協定書 
 
 
５ 学部・学科等の名称及び学位の名称 

 

このたび保健医療学部に設置する学科は、健康科学・スポーツ科学に係る体系的教育研

究を軸としているところから、その学科名等を次のとおりとする。 
 
学部名：保健医療学部     （School of Health Sciences） 
学科名：健康スポーツ科学科  （Department of Health and Sport Sciences） 
学位名：学士（健康スポーツ科学）（Bachelor of Health and Sport Sciences） 
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６ 教育課程の編成の考え方及び特色 
 
（１）教育課程の編成の考え方 

本学科は、本大学の建学の精神に基づき、健康科学やスポーツ科学に関する専門知識

並びに高度なスポーツ実践技能及び指導技術さらに社会人としての豊かな学識と社会

的技量を修得し、高い倫理観と豊かな人間性と国際性を兼ね備え、社会に貢献できる人

材を養成することを教育目的としている。 
 
本学科が目指す人材養成のための 教育課程の編成・実施方針（カリキュラムポリシ

ー）は、本学科の教育目的に基づきオールラウンドなスポーツ実践能力、ライフステー

ジに応じたスポーツ指導能力、健康やスポーツを科学的視点から捉える思考能力並び

にスポーツにおける企画及び管理・運営能力を身に付けさせ、健康やスポーツに関する

知識・技術・技能を修得させることを目標として、これに必要な授業科目を体系的に編

成し、講義、演習、実技、実験・実習を適切に組み合わせた授業を開講する ことであ

る。 
加えて、４年間の 限られた大学教育課程の中で、全ての学生が共通に必要となる、

保健体育教員やスポーツ指導者としての基本的な資質や能力を修得させることが重要

であるとの考えから、必修科目を多く設定し、必要な知識を確実に修得した上で、科目

選択させることとする 。これは、既に医学教育や歯学教育において、文部科学省の指

導による「モデル・コア・カリキュラム」を基盤にしたカリキュラム編成がなされてお

り、医師又は歯科医師として求められる基本的な資質を明確にし、これを確実に修得さ

せるようにしている。本大学歯学部、保健医療学部看護学科においても同様の考えに基

づき教育課程を編成しており、将来の進路目標が明確な学部においては有効かつ必要

な手段と考える。 
具体的には、カリキュラムポリシーに基づき、本学科が養成を目指す人材（「中学校・

高等学校の保健体育教員」、「ライフステージに応じた指導のできる人材」、「地域のスポ

ーツを支える人材」）の基盤を確実に学ぶことができるよう、必修科目を配置するとと

もに、「健康科学コース」と「スポーツ科学コース」を設置し、それぞれの履修モデル

を学生に提示し、選択履修させることにより、将来の進む分野に必要となる知識・技術・

技能の修得が可能となるようにする。 
 

【資料９－12】 健康スポーツ科学科カリキュラム概念図 
 
（２）教育課程の編成の特色 

教育課程は、次のとおり「教養基礎科目」、「専門教育科目」及び「教職課程科目」に

区分して編成することとし、区分ごとに必要な授業科目を配置する。 
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① 教養基礎科目 

教養教育については、平成 14(2002)年４月中央教育審議会の答申「新しい時代に

おける教養教育の在り方について」を踏まえ、学生には、主体的により高いものを目

指していくことを意識した知的訓練に取り組む姿勢を身に付けさせるとともに、社

会人としての高い倫理観と豊かな人間性と国際性を身に付けることを目的に、｢人と

文化｣、「人と環境」、「人と関わり」、「総合」に分けて教育することとし、授業科目は

必修科目７科目、選択科目 19 科目を配置する。区分ごとの開講科目は、次のとおり

である。 
 
＜人と文化＞ 

「建学の精神と社会生活」「哲学」「歴史学」「心理学」「法学（含、日本国憲法）」

「政治学」「経済学」 
＜人と環境＞ 

「物理学」「化学」「生物学」「統計学」 
＜人と関わり＞ 

「異文化理解」「コミュニケーション論」「プレゼンテーション論」「英語Ⅰ」 

「英語Ⅱ」「英語コミュニケーションⅠ」「英語コミュニケーションⅡ」 

「英語コミュニケーションⅢ」「英語コミュニケーションⅣ」 

＜総 合＞ 
「健康・体力科学」「スポーツⅠ」「スポーツⅡ」「情報処理基礎Ⅰ」 
「情報処理基礎Ⅱ」「情報リテラシー」 

 
② 専門教育科目 

専門教育科目については、「オールラウンドなスポーツ実践能力」、「ライフステー

ジに応じた指導能力」、「健康やスポーツを科学的視点から捉える思考能力」、「スポー

ツにおける企画及び管理・運営能力」を身に付けさせ、健康やスポーツに関する知識・

技術・技能を修得させるために、「導入科目」、「基礎科目」、「基幹科目」、「健康科学

科目」、「スポーツ科学科目」、「共通」に分け、それぞれに必要な授業科目を配置する。 
 
○ 導入科目（２科目４単位：必修） 

スポーツ科学に対する興味を深めるとともに、スポーツ科学の全体像を理解さ

せ、また、中学校・高等学校の保健体育教員、スポーツ指導者あるいはスポーツリ

ーダーとしての能力を高めるための知識を身に付けさせることを目的に授業科目

を配置する。 
◆「スポーツ科学入門」は、スポーツを科学的視点から捉え、現状を紹介する。 



- 13 - 
 

◆「リーダーシップ論 」は、指導者及びスポーツリーダーに必要な知識を身に付

けさせる。 
○ 基礎科目（13 科目 26 単位：必修 26 単位） 

大学という新たな環境への適応をサポートするための科目及び本学科の教育上

の目的を達成するための健康スポーツ科学の基礎となる授業科目を配置する。 
また、スポーツ活動が原因の顎顔面部における外傷と予防、そして、成長期にお

ける小児のスポーツ歯科医学的特性を理解させ、スポーツと歯科医学の関わりを

修得させるための授業科目を配置する。 
◆「基礎演習Ⅰ」、「基礎演習Ⅱ」は、大学生活への順応と演習内での協調性やリー

ダーシップなど社会的技量を身に付けさせる。 
◆「運動生理学 」、「スポーツと薬学 」、「解剖・生理学 」、「体育・スポーツ史 」、

「運動学（含、運動方法学）」、「体育・スポーツ哲学 」、「ヘルスプロモーショ

ン」、「スポーツ医学」、「メンタルマネジメント（含、スポーツ心理学）」、「ス

ポーツ歯科医学」、「スポーツ経営・管理学」は、健康科学及びスポーツ科学を

科学的視点から捉える思考能力の基礎を身に付けさせる。 
○ 基幹科目（29 科目 48 単位：必修 42 単位、選択６単位） 

オールラウンドに実技をこなせる保健体育教員に必要となる実技科目やスポー

ツ指導者として科学思考能力を向上させるために必要となる授業科目を配置する。 
また、本大学が連携協定を締結している諸団体でのスポーツイベントの運営や

スポーツの指導あるいは教育に関わる就業体験の機会を与え、学問にとどまらず

実際の指導や教育の現場を体験することで、学生生活における方向付けや将来の

キャリアプランに役立てることができるよう授業科目を配置する。 
◆「専門演習Ⅰ～Ⅵ」は、２年次から４年次までの３年間を同一教員が指導し、成

果物として卒業研究をまとめるまでの手順を中心に学ぶ。 
◆「スポーツ実技Ⅰ～Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ」は、オールラウンドなスポーツ技術の修得を目

指し、スポーツ指導に活かすためのスポーツ実践能力を身に付けさせる。 
◆「スポーツバイオメカニクス」、「スポーツ生理学」、「トレーニング論」、「コー

チング論」、「コンディショニング論」、「衛生・公衆衛生学」、「スポーツ栄養学」

は、スポーツ実技指導における科学的セオリーを学ぶ科目であり科学的思考能

力の向上を図る。 
◆「スポーツ社会学」、「スポーツと法」は、スポーツにおける管理・運営等に有

益な科目であり、地域指導者には欠かせない知識を学ぶ。 
◆「インターンシップⅠ」、「インターンシップⅡ」、「キャリア形成Ⅰ」、「キャリア

形成Ⅱ」は、社会的・職業的自立をさせるために、自ら考え行動することができ

る力や就業体験を通じて、社会人として必要となる基礎力を身に付けさせる。 
○ 健康科学科目（17 科目 30 単位：選択 30 単位） 
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地域の指導者やスポーツクラブでのインストラクターを目指す学生にとって必

要な資格取得のため、あるいはスポーツを通じて地域に貢献しうる人材としての

知識を修得するために必要となる授業科目を配置する。 
特に、本学科が養成したい人材の一つである「ライフスタイルやライフステージ

に応じた指導のできる人材」を目指して、健康に関する知識のみならずスポーツ医

科学に関する幅広い知識を学び、健康づくりに必要な安全で効率的な健康増進や

トレ－ニングの指導方法を学ぶことを目的に、さらには、健康に関する指導者資格

取得に関わる科目も配置している。 
◆「生涯スポーツ論」、「障がい者スポーツ論」、「障がい者スポーツ論実習」、「女性

とスポーツ」、「エイジング論」、「健康運動論」、「健康運動指導法」は、ライフス

タイルやライフステージの違いによる健康維持・増進、体力増強等の指導方法を

身に付けさせる。「体力測定評価法」は、指導の際把握しておかなければならな

い個々の体力の測定方法及びその評価方法を身に付けさせる。 
◆「アスレティックトレーナー概論」、「アスレティックリハビリテーション論」、

「レクリエーション論」、「レクリエーション指導実習Ⅰ」、「レクリエーション指

導実習Ⅱ」は、スポーツインストラクターの資格取得に向けて配置する。 
◆「スポーツマネジメント」、「野外活動論」、「スポーツ実技Ⅺ」は、野外活動の企

画・運営を学び指導能力を身に付けさせる。「スポーツ産業論」は、スポーツ産

業を展開していく上での基本知識を学び、各業界の歴史展開と現状について分

析し、各々のビジネスモデルや動向についても学ぶために配置する。 
 

○ スポーツ科学科目（17 科目 30 単位：選択 30 単位） 
「体育学の専門知識及び高度なスポーツ実践技能を兼ね備えた保健体育教員の

養成」を目指して、子どもたちの心身の発育発達と健康の成長を支える知識を身に

付け、さらに、多彩な実技に精通した保健体育教員となるために必要となる授業科

目を配置する。 
◆「運動器の機能解剖学」、「発育発達論」は、子どもの発育発達及び運動器の解剖

学的機能を十分理解し、子どもの健康やケガに十分留意できる保健体育教員と

して必要な知識を身に付けさせる。 
◆「スポーツ心理学実験実習」、「スポーツ生理学実験実習」、「スポーツ社会学実験

実習」、「スポーツバイオメカニクス実験実習」は、スポーツを科学し実証するこ

とができる科目である。この実験実習のノウハウや実験成果を保健体育教員と

なった際の現場で活用できる能力を養う。また、「スポーツ科学英語」は体育や

スポーツ実践の場における英語での対応を見据えた科目である。 
◆「体育実技指導法Ⅰ～Ⅴ」は、スポーツ実技Ⅰ～Ⅺとは異なり体育実技の指導方

法を学ぶ科目であり、競技種目に応じた教授法を身に付けさせる。「スポーツオ
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ノマトペ」は、擬態語を用いて言葉を有効活用して実技指導する教授方法につい

て学ばせる科目である。 
◆「スポーツ教育学」、「スポーツ行政論」、「安全教育」、「学校保健」は、保健体育

教員として理解すべき安全な授業運営を身に付けさせる。さらに、保健体育教員

として学校やスポーツ団体の行政とのかかわりについても理解させる科目であ

る。 
○ 共通（１科目４単位：必修４単位） 

２年次から始まった「専門演習Ⅰ～Ⅵ」の集大成となる授業科目として「卒業研

究」を配置する。 
専門演習指導教員の下での学びにおいて、健康やスポーツに関する研究テーマ

を自身で見つけ、成果物として完成させることを目的としている。 
   

③ 教職課程科目 
中学校及び高等学校の保健体育の教員免許状取得を目指す者のために、教育職員

免許法施行規則に定める授業科目を次のとおり配置する。 
 
○ 教職に関する科目 
◆本大学において共通開設 

「教職入門」「教育原理」「教育心理学」「教育制度論」「教育課程論」「道徳教育

の指導法」「特別活動の指導法」「教育の方法と技術」「生徒・進路指導論」「教育

相談」「教育実習指導」「教育実習Ⅰ」「教育実習Ⅱ」「教職実践演習(中・高)」 
◆本学科のみ開設 
「保健体育科教育法Ⅰ」「保健体育科教育法Ⅱ」「保健体育科教育法Ⅲ」「保健体

育科教育法Ⅳ」 
○ 教科又は教職に関する科目 

「介護等体験」 
○ 教科に関する科目 

◆本学科の専門教育科目の中で、教科に関する科目と認定する科目 

「スポーツ実技Ⅰ（体つくり運動）」「スポーツ実技Ⅱ（水泳）」「スポーツ実技Ⅲ

（器械運動）」「スポーツ実技Ⅳ（陸上）」「スポーツ実技Ⅴ（ラグビーフットボー

ル、サッカー）」「スポーツ実技Ⅵ（ハンドボール、ソフトボール）」「スポーツ実

技Ⅶ（バレーボール、バスケットボール）」「スポーツ実技Ⅸ（柔道、剣道）」「ス

ポーツ実技Ⅹ（ダンス）」「体育・スポーツ哲学」「メンタルマネジメント（含、

スポーツ心理学）」「スポーツ経営・管理学」「スポーツ社会学」「運動学（含、運

動方法学）」「運動生理学」「衛生・公衆衛生学」「学校保健」「スポーツ医学」 

○ 施行規則第 66 条の６に定める科目 



- 16 - 
 

◆本学科の教養基礎科目の中で、施行規則第 66 条の６に定める科目と認定する科

目「法学（含、日本国憲法）」「健康・体力科学」「スポーツⅠ」「スポーツⅡ」「英

語Ⅰ」「英語Ⅱ」「情報処理基礎Ⅰ」「情報処理基礎Ⅱ」 

 

（３）履修順序（配当年次）の考え方 
 

① 教養基礎科目 
「人と関わり」の英語科目は、必修科目を１年次に、選択科目を２年次に配当し、

体系的に学修できるようにする。 
「総合」の情報処理基礎Ⅰ、情報処理基礎Ⅱは、情報処理技術を身に付けるための

必須の授業科目であることから１年次配当とし、継続して学修できるように情報リ

テラシーを２年次に選択科目として配当する。 
以上のほか、「人と文化」、「人と環境」、「人と関わり」、「総合」の選択科目は、４

年間の中で学生自らの履修計画に基づき、選択履修できるように配当年次を設定す

る。                
  
② 専門教育科目 
＜１年次＞ 
○ 導入科目（２科目） 

スポーツを科学的視点からとらえる第一歩として、スポーツ科学の全体像を理

解させ、保健体育教員やスポーツ指導者あるいはスポーツリーダーとして必要と

なる知識を修得するために、次の授業科目を配当する。 
◆授業科目 

スポーツ科学入門、リーダーシップ論         
○ 基礎科目（８科目） 

体育学の基礎となる科目のうち、１年次に体育・スポーツとは何かを理解させ、

総論を理解させる。また、スポーツにおける倫理観についても学ばせるとの考えか

ら、次の授業科目を配当する。 
◆授業科目 

基礎演習Ⅰ、基礎演習Ⅱ、 
運動生理学、スポーツと薬学、解剖・生理学、体育・スポーツ史、体育・スポー

ツ哲学、運動学（含、運動方法学） 
○ 基幹科目（２科目） 

スポーツ実技科目に関しては、施設、種目の特性を考慮して配当年次を決めるこ

ととし、次の授業科目を１年次に配当する。 
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◆授業科目 

スポーツ実技Ⅰ（体つくり運動）、スポーツ実技Ⅱ（水泳） 
          

＜２年次＞ 
○ 基礎科目（５科目） 

健康に関した基礎知識を修得させるため、次の授業科目を配当する。 
◆授業科目 

ヘルスプロモーション、スポーツ医学、メンタルマネジメント（含、スポーツ心

理学）、スポーツ歯科医学、スポーツ経営・管理学 
○ 基幹科目（12 科目） 

スポーツ実技科目に関しては、施設、種目の特性を考慮して配当年次を決めるこ

ととし、また、講義科目に関しては、実技種目を科学的視点から評価するのに適し

た授業科目を配当するとの考えから、次の授業科目を配当する。 
インターンシップ及びキャリア形成は、早期に体験することが、学生生活におけ

る方向付けや将来のキャリアプランに役立つとの考えで、２年次に配当する。 
◆授業科目 

専門演習Ⅰ、専門演習Ⅱ、 
スポーツ実技Ⅲ（器械運動）、スポーツ実技Ⅳ（陸上）、スポーツ実技Ⅴ（ラグビ

ーフットボール、サッカー）、スポーツ実技Ⅵ（ハンドボール、ソフトボール）、

スポーツバイオメカニクス、スポーツ生理学、トレーニング論、コーチング論、

インターンシップⅠ、キャリア形成Ⅰ     
○ 健康科学科目（４科目） 

ライフスタイルやライフステージでの運動指導を学ぶためのスタートとすると

の考えから、次の授業科目を配当する。 
◆授業科目  

生涯スポーツ論、エイジング論、障がい者スポーツ論、障がい者スポーツ論実習 
○ スポーツ科学科目（４科目）  

１年次に運動生理学などスポーツと身体に関する知識を修得させることで、２

年次に「運動器の機能解剖学」と「発育発達論」を配当する。また、保健体育教員

を目指す学生には、「スポーツ教育学」の受講を機に教育に目を向けさせ教員への

志を高めるとの考えから、２年次に配当する。「スポーツ科学英語」に関しては、

建学の精神に謳われている「国際未来社会を切り開く人材を育成」のためのきっか

けとして、早期に海外のスポーツ事情を掌握することができるように配当する。 
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＜３年次＞ 
○ 基幹科目（13 科目） 

２年次同様、スポーツ実技科目に関しては、施設、種目の特性を考慮して配当年

次を決めることとし、また、講義科目に関しては、専門教育科目全体のバランスを

考えて、次の授業科目を配当する。 
◆授業科目 

専門演習Ⅲ、専門演習Ⅳ、 
スポーツ実技Ⅶ（バレーボール、バスケットボール）、スポーツ実技Ⅷ（硬式テ

ニス、卓球）、スポーツ実技Ⅸ（柔道、剣道）、スポーツ実技Ⅹ（ダンス）、コン

ディショニング論、スポーツ社会学、衛生・公衆衛生学、スポーツ栄養学、スポ

ーツと法、インターンシップⅡ、キャリア形成Ⅱ 
○ 健康科学科目（13 科目） 

スポーツ指導者として、健康に関する資格の取得に必要な授業科目や体力を測

定し評価するための知識の修得及びスポーツと産業の関わりを理解するために必

要な授業科目を配当する。 
◆授業科目  

健康運動論、女性とスポーツ、アスレティックトレーナー概論、レクリエーショ

ン論、レクリエーション指導実習Ⅰ、レクリエーション指導実習Ⅱ、健康運動指

導法、スポーツマネジメント、アスレティックリハビリテーション論、野外活動

論、スポーツ実技Ⅺ（スキー、キャンプ、アウトドアスポーツ）、体力測定評価

法、スポーツ産業論 
○ スポーツ科学科目（13 科目） 

４年次前期に実施される教育実習の前の期に実技指導法を十分理解し、保健体

育の講義に関する知識のエビデンスを実験実習から学ぶことは、教育実習のため

に必要であるとの考えから、次の授業科目を配当する。また、擬態語を用いて言葉

を有効活用する実技指導の教授法について学ぶ授業科目を配当する。 
◆授業科目 

スポーツ心理学実験実習、スポーツ生理学実験実習、スポーツ社会学実験実習、

スポーツバイオメカニクス実験実習、スポーツ行政論、安全教育、学校保健、体

育実技指導法Ⅰ（陸上・水泳）、体育実技指導法Ⅱ（球技）、体育実技指導法Ⅲ（格

技）、体育実技指導法Ⅳ（器械運動）、体育実技指導法Ⅴ（ダンス・体つくり運動）、

スポーツオノマトペ 
      

＜４年次＞ 
○ 基幹科目（２科目） 
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卒業研究に繋げるための授業科目を次のとおり配当する。 
◆授業科目 

専門演習Ⅴ、専門演習Ⅵ  
○ 共通（１科目） 

専門演習Ⅰ～Ⅵの指導の成果として、卒業研究を４年次に配当する。 
 

③ 教職課程科目 
中学校及び高等学校の保健体育の教員になるために、教育職員免許法及び同施行

規則の定めるところにより、所定の単位を体系的に修得できるように次のとおり配

当する。 
○「教職の意義等に関する科目」を１年次に配当する。 
○「教育の基礎理論に関する科目」を１年次と２年次に配当する。 
○「教育課程及び指導法に関する科目」は２年次と３年次に配当する。 
○「生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目」は、２年次に配当する。 
○「教育実習」は３年次と４年次に配当する。 
○「教職実践演習」は４年次に配当する。 

 
（４）学位授与の方針（ディプロマポリシー） 

本学科の教育目標に掲げる、次の４つの能力を身に付け、健康やスポーツに関する知

識・技術・技能を修得し、本大学学則に定める所定の単位を修得した者に対して、学士

（健康スポーツ科学）の学位を授与する。 
① オールラウンドなスポーツ実践能力 
② ライフステージに応じたスポーツ指導能力 
③ 健康やスポーツを科学的視点から捉える思考能力 
④ スポーツにおける企画及び管理・運営能力 
 
 

７ 教員組織の編成の考え方及び特色 
 
（１）教員組織の考え方 

教員組織の編成は、本学科の教育目的及び教育課程の編成の考え方を踏まえ、教養基

礎科目と専門教育科目に必要な教員を配置することとし、専任教員数は、入学定員 120
人（収容定員 480 人）に対して 19 人とする。 
専任教員の配置は、教養教育科目には２人配置し、必修科目である英語と情報処理基

礎に各１人置き、教育研究に当たる。専門教育科目には 17 人配置し、必修科目及び各

授業区分の専門教育を担当し教育研究に当たることとする。 
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また、本大学の歯学部、法学部、経営学部及び保健医療学部の専任教員が、兼担教員

として授業を担当することとしている。加えて、兼任教員は、教育研究経験の豊富な教

員を外部から採用することで予定している。 
 

（２）専任教員の職階別年齢構成等 
本学科の専任教員の職階別年齢構成（就任時の年齢）は、教授７人（60 歳代２人、

50 歳代５人）、准教授７人（60 歳代１人、50 歳代３人、40 歳代１人、30 歳代２人）、

助教５人（50 歳代１人、30 歳代３人、20 歳代１人）となっている。 
学科完成年度３月末時点の学科全体の年齢構成は、60 歳代５人、50 歳代７人、40 歳

代３人、30 歳代４人であり、バランスの取れた構成となっている。 
本大学の定年は、「学校法人朝日大学職員定年規程」第２条により 63 歳と定められ

ているが、本学科設置のために新たに採用するとして申請した専任教員の定年は、第２

条に規定する定年年齢に２年加算（65 歳）し、これを定年規程の附則に規定すること

とした。また、学科完成年度前に定年年齢に達する者は、「学校法人朝日大学特定契約

職員就業規程」に基づき、継続して専任教員として採用する予定である。なお、これに

該当する専任教員は、２人である。 
以上のとおり学科運営に支障をきたすことのないよう規程を整備するとともに、教

育研究水準の維持及び継続性を踏まえ、完成年度以降も職階や年齢構成のバランスに

十分配慮した教員配置を進めていく。 
 
【資料９－13】 学校法人朝日大学職員定年規程（案） 
【資料９－14】 学校法人朝日大学特定契約職員就業規程 
【資料９－15】 学校法人朝日大学定年退職者の再雇用に関する規程 

 
 
（３）学位の保有状況 

専任教員の学位保有状況は、博士の学位を保有する者 11 人、修士の学位を保有する

者４人、学士の学位を保有する者４人となっており、その詳細は次表のとおりである。 
 

博士（11 人） 修士（７人） 学士（１人） 
体育学 ４人 体育学 ４人 体育学 １人 
学術 ３人 教育学 ２人   
医学 ２人 スポーツ科学 １人   
教育学 １人     
理学 １人     
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（４）専任教員の教育研究体制 

各専任教員の役割の分担及び連携の組織的な体制を確保するとともに、責任の所在

を明確化することで、本学科は「講座制」により教員組織を編成することとし、「教養

基礎講座」、「コーチング科学講座」、「健康体力科学講座」、「スポーツ科学講座」、「スポ

ーツ教育学講座」を置き、専任教員 19 人を適切に配置する。また、それぞれの講座に

は、中核となる科目を担当する教授を配置する。 
 
それぞれの講座が連携することにより、本学科の教育上の目標に掲げた４つの能力

（「オールラウンドなスポーツ実践能力」、「ライフステージに応じたスポーツ指導能

力」、「健康やスポーツを科学的視点から捉える能力」、「スポーツにおける企画及び

管理・運営能力」）を身に付けさせ、本学科が求める人材の養成（「中学校・高等学校

の保健体育教員の養成」、「ライフステージに応じた指導のできる人材の養成」、「地域の

スポーツを支える人材の養成」）が達成できるものと考えている。 
なお、本大学の歯学部及び保健医療学部看護学科は開設時から講座制を取っており、

教育研究活動は活発に行われている。本学科においても、学部長及び学科長のリーダー

シップにより教育・研究の固定化や自由な活動ができないなどの弊害が起きることの

ないよう適切な対応を行い、円滑な学科運営に努めるものとする。 
 
○ 教養基礎講座 

主として教養基礎科目を担当する教員２人で構成する。 
○ コーチング科学講座 

コーチングを教育研究テ－マとし、スポーツ経験が豊富な教員５人で構成する。 
○ 健康体力科学講座 

人の健康維持・増進に関することを教育研究テーマとし、これに関係する授業科目

を担当する教員４人で構成する。 
○ スポーツ科学講座 

医療分野から健康科学及びスポーツ科学にアプローチすることを教育研究テーマ

とし、自然科学系の教員４人で構成する。 
○ スポーツ教育学講座  

主として保健体育の教員及びスポーツ指導者を目指す学生に対する指導を担当す

る者４人で構成する。 
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８ 教育方法、履修指導方法及び卒業要件 
 
（１）教育方法 

授業科目は、その内容や目的、到達目標を達成できるように講義、演習、実技、実験・

実習に分け、講義、演習については１単位 15 時間～30 時間、実技及び実験・実習につ

いては１単位 30 時間で行うこととする。 
講義科目は、基本的に 120 人を１クラスにして実施する。また、本大学には既設の

学部・学科として法学部法学科、経営学部経営学科、保健医療学部看護学科があり、教

養基礎科目の講義は、他学部学生と一緒に受講する機会もあり、学生同士の交流を深め、

勉学や大学のイベントなどを共同企画することにより、人間として多様な価値観、考え

方を学ぶことができる。 
 
演習科目のうち、「基礎演習」及び「専門演習」は複数の教員が担当することとし、

少人数の学生を対象として指導するため、学生が質問しやすく、自己学習しやすい環境

を整えることができる。１年次には「基礎演習Ⅰ、Ⅱ」において大学生活への順応をサ

ポートするとともに、２年次以降の専門演習選考のための情報を提供する。２年次以降

は「専門演習Ⅰ～Ⅵ」として６セメスターを同一教員が卒業研究の完成を目指して３年

間一貫指導を行う。この結果、高い教育効果が期待できる。演習科目のクラス分けは、

基礎演習では担当教員全員に均等に学生を割り振る。専門演習では、基礎演習Ⅱにおい

て演習担当者の演習運営方針（研究テーマ）を紹介し、学生に希望する演習担当教員を

選択させる。ただし、特定の教員に希望者が集中し少人数教育ができなくならないよう、

演習担当教員の希望順位を付けて選択させることで人数調整する。 
他の演習科目の「英語」、「英語コミュニケーション」、「スポーツコミュニケーシ

ョン」においては、40 人を１クラスにし３クラスで実施する。また、教員志望学生を

対象とする演習科目の「体育実技指導法」は 30 人を目途としたクラス編成で指導技術

の修得を目指す。 
 
実技科目は、オールラウンドなスポーツ技術の修得を目指すために、「スポーツ実技

Ⅰ～Ⅷ」を必修科目とし、全員履修させる。また、「健康科学科目」の選択科目として

「スポーツ実技Ⅺ（スキー、キャンプほか）」を野外実習として配置した。このことに

より、最大 14 種目のスポーツ実技を体験し、技術の修得が可能である。実技科目は 120
人を４グループに分け、グループ単位での受講とする。30 人を目途に実技指導を展開

する。実技科目名、実施競技及び実技時間は次のとおりである。 
 
○ 「スポーツ実技Ⅰ（体つくり運動）」、「スポーツ実技Ⅱ（水泳）」、「スポーツ実技Ⅲ
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（器械運動）」、「スポーツ実技Ⅳ（陸上）」は、それぞれ１セメスター（30 時間）で

実施する。 
○ 球技種目の「スポーツ実技Ⅴ（ラグビーフットボール、サッカー）」、「スポーツ実

技Ⅵ（ハンドボール、ソフトボール）」、「スポーツ実技Ⅶ（バレーボール、バスケッ

トボール）」、「スポーツ実技Ⅷ（硬式テニス、卓球）」は、できるだけ多くの種目を体

験させるために１セメスター（30 時間）においてオムニバス方式により２名の教員

で２種目を実施する。すなわち、２時間の導入授業の後、1 種目目を 14 時間、２種

目目をその後 14 時間実施する。 
○ 中学校保健体育における武道、ダンスの必修化を受け、「スポーツ実技Ⅸ（柔道、

剣道）」、「スポーツ実技Ⅹ（ダンス）」は、いずれの授業科目も履修できるように開講

する。 
○ 「スポーツ実技Ⅺ（スキー、キャンプ、アウトドアスポーツ）」は、集中講義（3 泊

4 日程度）で 1 種目選択（1 種目 40 人を目途とする）。事前事後指導を含めて 30 時

間で実施する。 
 

実験実習の科目は、健康及びスポーツを科学的視点から捉える思考能力を養成する

ために開講する。科目の特性から受講受け入れ学生数は 30 人を目途とし、４実験実習

科目のうち２科目選択必修とする。卒業研究作成への基盤となる科目である。 
 
オフィスアワーは、学生と教員間の距離を縮め、学生が自由に授業時間以外に教員に

質問や相談ができるよう設定し、進路や就職などの学業以外の生活一般についても相

談できるような学生指導体制のために配置する。基本的には演習指導教員がその任に

当たることとするが、教員一丸となって学生の将来の夢を叶えるための支援をする。 
 
（２）履修指導方法 

① 履修ガイダンスの実施 
入学時のガイダンスにおいては、本学科の教育目的、特徴や目指すもの、卒業時ま

での学修の概要、教育課程の編成の考え方と実際の履修の方法、中学校・高等学校教

員免許状一種（保健体育）の取得及びスポーツ指導員等の資格取得のための科目履修

について説明する。 

健康管理、大学生活の準備や図書館ほか大学設備の利用方法なども説明する。また、

各学年の開始時には、４年間の各学年の位置づけ、学修内容、履修計画、健康管理、

大学生活の留意点などについてガイダンスを実施する。 

 
② 履修科目の登録単位の上限 

各年次の学生が１年間に履修登録できる単位数の上限については、教職課程の授
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業科目の単位数を除き、原則として 44 単位以内とする。ただし、所定の単位を優れ

た学業成績をもって修得した学生については、上限単位数を超えて履修登録するこ

とを認めることがある。 
 
③ 他大学における授業科目の履修 

他大学における授業科目の履修については、教育上有益と認めるときは、学則第６

条の２の規定により、30 単位を超えない範囲で本大学における授業科目の履修に

より修得したものとみなし、卒業に必要な単位に算入することができるようにす

る。 
 
④ GPA 制度 

成績を平均化した GPA(Grade Point Average)を導入する。GPA は、GPA 対象授業

科目のうち、履修登録した科目についてそれぞれの単位数にグレードポイント（４、

３、２、１、０）のいずれかをかけ、その合計ポイントを、それぞれの単位数の総和

で割ったものであり、本学科では、この結果に基づき、学業成績不振者に対する指導

や助言を積極的に行うこととしている。なお、成績評価は 100 点満点とし、100～
90 点を「Ｓ」、89～80 点を「Ａ」、79～70 点を「Ｂ」、69～60 点を「Ｃ」と

表示し、これらを合格とする。また、59 点以下を「Ｄ」と表示し、これを不合格

とする。 
 

⑤ 履修モデルの提示 
本学科は、「健康科学コース」及び「スポーツ科学コース」を設け各コースの目標

達成のために、計画的な科目履修により、学生が健康科学及びスポーツ科学を系統的

に学修し、卒業後に求められる高度なスポーツ実践技能や指導技術を修得するため

の標準的な履修モデルを資料のとおり提示する。 

 

【資料９－16】 健康スポーツ科学科履修モデル（健康科学コース、スポーツ科学

コース） 
 

⑥ シラバスの活用 
すべての授業科目について、担当教員や開設年次、科目名、単位、時間数、オフィ

スアワー、科目目標、授業内容、授業計画、成績評価、教科書・参考書などを明記し

たシラバスを作成する。学生はシラバスを活用することで、予習や復習、自己学修な

どに役立てることができる。 

 

⑦ 進級要件 
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本学科の上級年次への進級要件は、次のとおりとし、要件を満たさなかった場合は、

原則当該年次に留まることとする。 
○ １年次から２年次への進級は、１年次終了までに 30 単位以上修得していなけれ

ばならない。 

○ ２年次から３年次への進級は、２年次終了までに 60 単位以上修得していなけれ

ばならない。 

○ ３年次から４年次への進級は、３年次終了までに 90 単位以上修得していなけれ

ばならない。 

 
⑧ 卒業要件 

本学部本学科の卒業要件は、４年以上在学し、本大学学則の定めるところにより

124 単位以上修得しなければならない。その内容は次のとおりである。 
 
教養基礎科目 26 単位以上（必修８単位、選択 18 単位以上） 
専門教育科目 98 単位以上（必修 76 単位、選択 22 単位以上） 
合計     124 単位以上（必修 84 単位、選択 40 単位以上） 

 

９ 施設、設備等の整備計画 

 

（１）校地、運動場の整備計画 

本学科を設置するキャンパスは、JR 穂積駅から南へ２㎞、閑静な住宅地の一角に位

置している。これまで本大学は、キャンパス内の自然環境を活かしながら、明るく開放

感に満ちた教育研究及び学修環境の整備を進めてきた。 
 
本大学は、校舎敷地、運動場用地及びその他（附属病院敷地ほか）を含め、総面積

151,839.79 ㎡（借用地 432.00 ㎡を含む。）の校地等を有しており、このうち、校舎敷

地は 61,872.31 ㎡、運動場用地は 68,124.00 ㎡であり、校舎敷地内には学生が休息する

ための十分な場所を整備しており、教育に相応しい環境となっている。 
また、キャンパス内には、課外活動を通しての人格形成と人間関係の育成を目指した

体育施設を整備しており、校地と同一敷地内に 10 周年記念館体育館と武道場、運動場

（運動場には、野球場（外野は全面人工芝）、ラグビー場（全面人工芝）、テニスコート

６面（オムニコート３面、ハードコート３面）、サブグラウンド（全面人工芝）、剣道場、

AU クラブハウス（相撲道場、卓球練習場、トレーニングルームなど）などを整備）及

びその隣接地にサンライズジム（体育館）、フェンシング場、ホッケー場などを整備し

ており、運動場は全学部が共用使用、隣接地に整備した施設は主に学生の課外活動で使

用している。 
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本学科のスポーツ実技の授業は、専門教育科目（基幹科目）のスポーツ実技Ⅰ～Ⅹ並

びに専門教育科目（健康科学科目）のスポーツ実技Ⅺの学修にあたって、10 周年記念

館体育館及びサンライズジムではバレーボール、バスケットボール、ハンドボールの球

技のほか、器械運動、ダンスを行う。野球場ではソフトボール、全面人工芝のラグビー

場ではラグビーフットボール、サッカー、武道場では柔道、剣道場では剣道、卓球練習

場では卓球、テニスコートでは硬式テニスの授業を行う。 
また、スポーツ実技Ⅲ（陸上）の授業は、運動場のラグビー場西側にトラック競技（短

距離走、リレー、ハードルなど）用のタータン走路（70m、５コース）を新たに整備し、

同タータン走路の一部を利用してフィールド競技の走り幅跳び、三段跳び、走り高跳び

を行う。投擲競技の砲丸投げ、円盤投げについては、安全に配慮して、既設のゴルフ練

習場内に投擲競技用サークルを設置する。 
 
このように既設の施設・設備に加え、新たな施設・設備の整備を計画しており、スポ

ーツ実技の授業を支障なく行うことができる。 
なお、水泳については、プール設備がないため、本大学から西へ 500m（徒歩約 10

分）ほどにある外部施設（コパンスポーツクラブ）との契約に基づき、同クラブの施設

を使用して行うこととしている。 
学生の休憩や憩いの場としては、図書館本館（ラーニング・コモンズほか）・図書館

分室、６号館学生ホール、５号館学生ホール、３号館学生ホール及び６号館ステューデ

ントラウンジ等を整備している。また、緑に囲まれた１号館正面中庭には池の周囲にベ

ンチを配置し、学生、教職員を始め地域住民に憩いの場を提供している。 
 
【資料９－17】 運動場配置図 
【資料９－18】 コパンスポーツクラブとの確認書 

 
（２）校舎等の整備計画 

本学科の校舎等整備にあたっては、既存学部の学生数及び教育課程並びに大学全体

の講義室数を勘案し、既設校舎の一部を本学科専用の施設（教員研究室、実習室等）に

改修するとともに、講義室等については、授業運営の必要性から既設の講義室の一部を

主として本学科が使用する講義室にすること、また、その他の講義室等については、既

存学部と共用使用による運営を行うことで整備を行う。教員研究室は、研究・学生指導

の充実を図るために、教授及び准教授、講師は１人１室とし、助教は共同研究室とする

ことで、５号館２階及び 10 周年記念館体育館と武道場内に整備する。 
 
講義室・実習室等は、入学定員 120 人の学生を講義や演習などの授業形態や授業内
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容に応じたクラス編成により授業運営を行う。 
教養基礎科目については、選択科目は既存学部との合併開講とすることで５号館及

び６号館の講義室を使用する。演習科目については、２クラス又は３クラスに分けて５

号館及び６号館の講義室、情報処理学習施設（パソコン教室）又は語学学習施設（LL
教室）等を使用する。「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」については、少人数教育による授業とするこ

とで教育効果を充実させるために６号館の講義室（１室 18 人収容）を使用する。 
専門教育科目の講義科目及び演習科目については、必修科目、選択科目とも本学科の

単独開講とし、授業内容に応じて、又は教育効果を考慮したクラス編成（１クラス又は

複数クラス）を行い、５号館講義室（１室 170 人～200 人収容）又は既存学部との共用

の６号館講義室を使用する。 
 
専門教育科目の実験実習科目については、10 周年記念館体育館にスポーツ心理学実

験実習室を整備し、スポーツ生理学実験実習室・スポーツバイオメカニクス実験実習室

は、AU クラブハウス北棟を校舎（健康スポーツ科学科棟（実験実習棟））に改修し整

備する。また、スポーツ実技の授業のため、健康スポーツ科学科棟（実験実習棟）に学

生用のロッカー室を整備する。なお、スポーツ社会科学実験実習については、６号館８

階の講義室等を使用する。 
このように本学科の授業運営にあたっては、専用の実験実習室以外については、主と

して使用する５号館講義室を含め、既存学部との共用使用とし、既設の講義室等の効率

的な相互利用を図るとともに、教員研究室は既設校舎の一部を本学科の専用研究室に

改修し、本学科の教育及び学生指導に十分に対応できるよう整備を行う。 
 
教員研究室は、研究・学生指導の充実を図るため、教授及び准教授、講師には１人１

室とし（計 17 室）、助教には共同研究室１室を既設校舎（５号館２階に 11 室、武道場

に４室、10 周年記念館体育館に１室（共同研究室））に整備し、各研究室にはインター

ネット及び学内 LAN 用の設備の整備を行う。なお、教養基礎科目を担当予定の教員２

人（教授候補者１人、准教授候補者１人）の研究室については、既存の研究室を使用す

る。 
 
講義室は大学全体で 59 室であるが、５号館１階の講義室４室(511、512、513、514)

を主として本学科が使用する講義室として整備するとともに、６号館講義室について

は、６号館４階に整備した本学部看護学科専用の講義室４室を除く他の講義室を既存

の法学部、経営学部及び歯学部と共用使用とすることで、既存学部等の講義室使用計画

のとおり支障がないことを確認している。 
また、演習については、基礎演習Ⅰ・Ⅱ、専門演習Ⅰ～Ⅵ等は、既設の６号館８階の

講義室（定員 18 人、12 室）を共用使用することとしており、同講義室には専用のプロ
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ジェクター及びスクリーン（いずれも移動式）を整備している。演習に係る講義室の共

用使用についても、既存学部等の講義室使用計画のとおり授業運営に支障がないこと

を確認している。 
 
さらに、学生自習用の施設として、学生・教職員がいつでも利用できるパソコン、プ

リンタ、スキャナー等を設置したオープン利用室（７号館２階）、学生が英語のコミュ

ニケーション能力を身に付けることができるようネイティブスピーカーを配置した

ELS(English Language Salon)を６号館７階に設置しており、学生は自由にこれらの

施設を利用し学修することができる。 
図書館（本館・分室）、オープン利用室、情報処理学習施設、語学学習施設、健康管

理センター、会議室及び事務室等は、既存の施設を利用する。 
 

【資料９－19】 保健医療学部健康スポーツ科学科授業時間割（案） 
【資料９－20】 既存学部等の講義室使用計画 
【資料９－21】 整備する主な機器等一覧 
【資料９－22】 朝日大学健康スポーツ科学科新設 ５号館・10 周年記念館・健康

スポーツ科学科棟改修工事 工程表 
【資料９－23】 スポーツ実技等の実施計画 
【資料９－24】 健康スポーツ科学科設置に係る既存校舎施設整備計画一覧表 

 
（３）図書等の資料及び図書館の整備計画 

① 図書資料等の整備 
本大学には、キャンパス内に全学部共用の図書館として、歯学・看護・情報・教養

関係資料を所蔵する本館と、経営学・法学関係資料を所蔵する分室が整備されている。

現在の蔵書数は、約 28 万冊であり、うち雑誌約 3,300 種、視聴覚資料約 3,480 点を

所蔵している。自然科学、人文科学、社会科学及び各学部専門分野の教育・研究目的

に則した資料を選定し、蔵書構築を行っている。 
本学科の設置にあたっては、整備する図書、雑誌、視聴覚資料を、既存のスポーツ

分野資料と合せて主に図書館分室に配架することにより、スポーツマネジメントや

スポーツ法等の関連図書資料も活用できる環境とする。心理学、生理学、公衆衛生、

教職関係図書は、すでに図書館本館にある関係図書にリハビリテーション、栄養学、

教育等の新刊を加える。他学部と共用できることから、利用者（教員・学生）の利便

性を図り、教育、研究等に相応しい環境を整備する。 
 
図書については、２年次計画で 3,000 冊（うち外国書 200 冊）を整備する。すで

に法学部、経営学部、歯学部、保健医療学部看護学科を設置していることから、一般
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教養科目、外国語科目、医学基礎科目に関する図書は整備済みであるが、さらに、本

学科の設置にあたり、人間関係を構築し指導する力を養う心理学やコミュニケーシ

ョン論、情報・統計学関係の図書を充実させる。専門教育の基幹科目として、実技も

含めたスポーツ関係図書を中心に、運動生理学、健康学、公衆衛生学、応用科目とし

て栄養学、発育論、リハビリテーション、スポーツマネジメントに関する図書を加え

る。保健体育教員、スポーツインストラクター等養成に関連する新たな専門図書は、

学校保健、教職関係図書、体育実技指導に関する図書を中心に選書し整備を行う。整

備する図書の中には、電子書籍約 300 冊を含み、学生の自主学修に相応しい環境を

整える。 
 
学術雑誌については、計 37 種（うち外国誌５種）を整備する。医療系学部に必須

である電子ジャーナルは、現在医学専門分野を始めとして7,660種（うち外国誌5,960
種）を整備済みである。医学系電子ジャーナル (ProQuest :Health & Medical 
complete、Medical Finder）、関連分野電子ジャーナル(日経 BP、聞蔵 II、日経テレ

コン)が含まれる。医学の基本的なデータベース（医学中央雑誌 Web、メディカルオ

ンライン、CiNii、CINAL、Cochrane Library）と電子書籍(JapanKnowledge）は、

整備済みである。それに、論文検索と研究評価の一指標として利用できるデータベー

ス Journal & Highly Cited Data を加える。視聴覚資料については、医学基礎、健

康・保健、スポーツ実技、体育実技指導法を中心に 200 点を整備する。 
 
② 図書館の整備 

本大学の図書館は、面積 2,631.0 ㎡（本館 1,869.0 ㎡、分室 762.0 ㎡）で、閲覧座

席数 362 席（本館 236 席、分室 126 席）、AV ブース５席（本館４席、分室１席）、

検索用専用パソコン 11 台（本館６台、分室５台）、タブレット PC 付個別閲覧席を

24 席有しており、教育・研究に相応しい環境が既に整備されている。 
 
平成 26(2014)年３月本館に、グループ学修ができるラーニングコモンズを設置し

た。可動式机 18 台、椅子 54 脚を自由に組み替えて利用できるフレキシブルエリア、

ディスプレイとパソコン（各５台）を利用しグループで課題作成ができるグループワ

ークエリア、プレゼンテーションが実施できる多目的室も整備している。 
図書の収容能力は、開架書架 225,200 冊（本館 127,675 冊、分室 97,525 冊）、閉

架書架 85,025 冊（本館 67,025 冊、分室 18,000 冊）の合計 310,225 冊（本館 194,700
冊、分室 115,525 冊）である。平成 27 年(2015)年５月現在の蔵書数は、図書 278,124
冊（内国書 154,580 冊、外国書 123,544 冊）、学術雑誌の総所蔵タイトルは 3,315 種

（国内誌 1,531 種、外国誌 1,784 種）、購読タイトルは 724 種（国内誌 515 種、外

国誌 209 種）、所蔵視聴覚資料は 3,479 点（ビデオ 1,009 点、カセット 18 点、
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DVD1,004 点、CD17 点、CD-ROM234 点、マイクロ資料 1,174 点、LD19 点、FD
３点、その他１点）である。また、電子資料については、電子ジャーナル 7,660 種（う

ち外国誌 5,960 種）、電子ブック 80 点、データベース 10 種の契約を行っている。 
 
図書館は、講義・実習終了後の学生の学修環境の充実のため、平日・土曜日の開館

時間延長（本館平日 22 時、土曜日 16 時、分室平日 19 時）に加え、平成 20(2008)年
８月から、本館の日曜日・祝日開館を実施しており、定期試験期間中には、20 時ま

で開館し、学生の自学自習の機会が確保されている。インターネットの活用について

は、図書館ホームページから蔵書の検索、電子図書・電子ジャーナル・各種データベ

ースの利用が可能となっている。文献データベースの検索結果から文献入手までを

サポートするリンクツールを導入し、図書館システムとの連動を図り、文献検索と同

時に画面選択で、簡単に電子ジャーナルの全文入手や、本大学に所蔵していない文献

の入手依頼申し込みを行うことができる。学外からも、Web 上で返却日の確認、図

書の予約、文献依頼、購入希望図書の申し込みを行うことができる体制が整備されて

いる。 
他大学図書館との協力については、国立情報学研究所との接続で NACSIS-ILL に

参加し文献複写サービスを行っているほか、他大学との研修や情報交換を活発に行

っている。さらに、NPO 法人日本医学図書館協会と国公私立大学図書館が参加する

大学図書館コンソーシアム連合の電子ジャーナル・コンソーシアム事業に参加し、電

子ジャーナル及びデータベースの購入を行っており、今後も活用していくこととす

る。 
 

【資料９－25】 整備する学術雑誌一覧（国内・外国雑誌） 
 

 

10 入学者選抜の概要 

 

（１）アドミッションポリシー 

本学科の教育目的を達成するために、次のとおり「求める学生像」を定め、入学試験

を実施し、高等学校段階までに培ってきた能力を「（２）選抜方法」により評価・選抜

の上、入学者の受入を行う。 

① 協調性や基本的コミュニケーション能力がある人 

② 入学後、スポーツ活動や社会活動に積極的に参画する意欲がある人 

③ 高等学校等における学習を通して、外国語（英語）並びに国語、数学又は理科の基

本的な知識や技能を習得している人 

④ 将来、地域や社会で次のとおり活躍したいと思っている人 
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・保健体育の教員を希望している。 

・地域スポーツの推進に貢献したい。 

・スポーツリーダーとして活躍したい。 

 

（２）選抜方法 

 

① 推薦入試 

本学科において学ぶことへの強い意思を持っている者で、出身高等学校の校長の

推薦に基づき次により選抜する。 

(ア)出願基準 
次のいずれにも該当し、出身高等学校の校長から推薦された者 

○ 高等学校（中等教育学校を含む。）を卒業（卒業見込みを含む。）した者 
○ 最終学年の第１学期又は前期までの全体の評定平均値が 3.0 以上の者 

(イ)選抜方法 
小論文（800 字以内）、面接及び書類審査により選考する。 

(ウ)募集定員は、10 人とする。（約８％） 
 

② スポーツ推薦入試 

本学科において学ぶことへの強い意思を持ちスポーツ活動の実績がある者を、出

身高等学校の校長の推薦に基づき次により選抜する。 
(ア)出願基準 

次のいずれにも該当し、出身高等学校の校長から推薦された者 
○ 高等学校（中等教育学校を含む。）を卒業見込みの者 
○ 本大学の体育会競技種目において指定する競技実績があり入学後、当該クラ

ブに所属し、学業とクラブを両立させ活躍できる者 
(イ)選抜方法 

面接及び書類審査により選考する。 
(ウ)募集定員は、50 人とする。（約 42％） 

 

③ 一般入試 

本学科において教育を受けるに相応しい基礎学力を備えている者を、次により選

抜する。 
(ア)出願基準 

次のいずれかに該当する者 
○ 高等学校（中等教育学校を含む。）を卒業（卒業見込みを含む。）した者 
○ 通常の課程による 12 年の学校教育を修了（修了見込みを含む。）した者 
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○ 学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以

上の学力があると認められる者（これに該当する見込みの者を含む。） 
(イ)選抜方法 

学力試験及び書類審査により選考する。 
○ 外国語（「コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現）

必須 
○ 国語、数学、理科の内から 1 科目選択 

なお、国語は、「国語総合（古文・漢文を除く。）・現代文Ｂ」、数学は、「数学

Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ」から１科目、理科は、「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」

から２科目又は「物理」「化学」「生物」から１科目。 
(ウ)募集定員は、60 人とする。（50％） 
 

（３）２年目以降に追加する選抜方法 

本学科開設２年目以降は、指定校推薦入試（過去の志願実績等により本学科が指定す

る高等学校（中等教育学校を含む。）を対象とする。）、大学入試センター試験利用入試

の実施を予定している。 

 

① 指定校推薦入試 

本学科において学ぶことへの強い意思を持ち、本大学が指定する出身高等学校の

校長の推薦に基づき次により選抜する。 
(ア)出願基準 

次のいずれにも該当し、本大学が指定する高等学校の校長から推薦された者 
○ 高等学校（中等教育学校を含む。）を卒業見込みの者 
○ 最終学年第１学期又は前期までの全体の評定平均値が 3.5 以上の者 

(イ)選抜方法 
小論文（800 字以内）、面接及び書類審査により選考する。 

(ウ)募集定員は、指定校推薦入試と推薦入試を合わせて 10 人とする。 
 
② 大学入試センター試験利用入試 

本学科において教育を受けるに相応しい基礎学力を備えている者を次により選抜

する。 
(ア)出願基準 

次のいずれかに該当する者 
○ 高等学校（中等教育学校を含む。）を卒業（卒業見込みを含む。）した者 
○ 通常の課程による 12 年の学校教育を修了（修了見込みを含む。）した者 
○ 学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業した者同等以上
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の学力があると認められる者（これに該当する見込みの者を含む。） 
(イ)選抜方法 

本大学が利用する大学入試センター試験の結果及び書類審査により選考する。 
大学入試センター試験の科目は、次のとおりとし、本大学独自の試験は課さない。 

○ 外国語（「英語（リスニングは除く）」）必須 
○ 国語（「国語（古典除く）」） 

数学（「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」から１科目） 
理科（「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」から２科目又は「物理」、「化学」、

「生物」から１科目） 
地理歴史（「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地

理Ｂ」） 
公民「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理、政治・経済」 
上記の受験した科目の中から高得点の１科目選択を利用する。 

(ウ)募集定員は、大学入試センター試験と一般入試を合わせて 60 人とする。 
 

（４）選抜体制 

本大学の学生募集及び入学試験の実施のため、学長のもとに、「朝日大学入試センタ

ー（以下「入試センター」という。）」を設置し、センター長（学長）、副センター長（副

学長３名）及びセンター員で組織されている。 

入試センターの業務は、①入学者受入方針の策定に関すること、②入試説明会及びオ

ープンキャンパスの実施に関すること、③入学者選抜方法の策定に関すること、④学部

の指定校の選定に関すること、⑤入学試験の実施に関すること、⑥学部の入学試験問題

の作成に関すること、⑦入学試験の合否判定基準の策定に関すること、⑧学長が入学試

験の合否を決定するための合否判定案を策定することであり、これを実行するため「入

試センター運営委員会」が設置されている。 

入学者の選抜に当たっては、入試センターに学部ごとの「合否判定案作成会議」を設

置し、センター長、副センター長、学部長及び学部教授会構成員数名により審議の上、

学長が合格者を決定している。なお、当該結果は、学部長から教授会に報告されている。 

 

【資料９－26】 朝日大学入試センター規程 
 

 

11 取得可能な資格 

本学科の教育課程を履修し、その上で取得可能な資格は、次のとおり予定している。 
 
（１）教育職員免許状（国家資格） 
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中学校・高等学校普通免許状一種（保健体育）の資格取得を可能とするため、本学科

に教職課程科目を開講することで、課程認定申請を平成 28(2016)年３月末に行うこと

としている。 
 
（２）公益財団法人日本体育協会公認資格（民間資格） 

本学科に開講する授業科目の単位を取得することにより、スポーツ指導者制度にお

けるスポーツリーダー認定証及び共通科目Ⅰ・Ⅱの修了証明書の発行申請が可能とな

る免除適応コースへの申請を平成 28(2016)年度中に行う予定である。 
 
（３）健康運動実践指導者及び健康運動指導士（民間資格） 

健康運動実践指導者とは、健康づくりのための運動指導者に与えられる称号の一つ

であり、また、健康運動指導士とは、保健医療関係者と連携しつつ安全で効果的な運動

を実施するための運動プログラム作成及び実戦指導者計画の調整等を行う役割を担う

者である。いずれも公益財団法人健康・体力づくり事業団が認定する資格であり、本学

科に開講する授業科目の単位を取得することにより、検定試験を受験する資格が得ら

れるように、養成校認定申請を平成 28(2016)年度中に行う予定である。 
 

（４）トレーニング指導士（民間資格） 

トレーニング指導士とは、公益財団法人日本体育施設協会が認定する資格で、公共・

民間施設においてウエイトトレーニングやサーキットトレーニングなどを正しく、安

全に指導するための資格である。 

本学科において、スポーツ指導者として必要となる知識・技術を修得するとともに、

公益財団法人日本体育施設協会及び独立行政法人日本スポーツ振興センターが主催す

る講習会を受講し、資格認定試験に合格することにより取得できる。 

 

（５）パーソナルトレーナー（民間資格） 

パーソナルトレーナーとは、運動におけるトレーニング指導の専門的職業で、一般の

方の健康増進から、アスリートの競技力向上を目的とした契約クライアントと、マンツ

ーマン（１対１）で行う指導者のことである。 

本学科において、NSCA 認定パーソナルトレーナーの資格取得ができるように、

CSCS 認定教育プログラムを編成し、特定非営利活動法人 NSCA ジャパンが定める

CSCS 認定校申請を平成 28(2016)年度中に行う予定である。 

 

（６）レクリエーション・インストラクター（民間資格） 

レクリエーション・インストラクターとは、さまざまな遊びのメニューと技術を持ち、

人と人との楽しい交流促進や、楽しさの体験に主眼をおいた技術を、多くの人々に提供
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する指導者のことである。 

本学科において、公益財団法人日本レクリエーション協会が認定するレクリエーシ

ョン・インストラクターの資格取得ができるように、公認指導者養成カリキュラムを編

成し、公益財団法人日本レクリエーション協会公認指導者養成課程認定校申請を平成

28(2016)年度中に行う予定である。 
 

 

12 実習の具体的計画 

 

（１）教育実習の具体的計画 

 

① 教育実習の概要 

教育実習は、これまでの「教職に関する科目」及び「教科に関する科目」で行って

きた学修の教育理論と実践、準備教育と現職教育との接続と統合、教員としての適性

の確認、さらには、教員志望・使命感の深化等、極めて重要な課題を包含した実習で

ある。 

教育実習希望者は、３年次の後学期から開講される「教育実習指導」１単位を履修

し、４年次においては、中学校教諭免許状取得希望者にあっては「教育実習Ⅰ」２

単位及び「教育実習Ⅱ」２単位の合計５単位を、高等学校教諭免許状取得希望者

にあっては「教育実習Ⅱ」２単位の合計３単位を履修する。 

「教育実習指導」においては、教育実習を意義あるものとし円滑に行うため、３年

次の後学期から、４年次における実習校での教育実習と一部並行しつつ、事前指導 30
時間・事後指導 16 時間を行う。 

「教育実習Ⅰ」、「教育実習Ⅱ」においては、学校教育の現場で、その学校の指導方

針に従い、直接生徒に接し、教科指導、生徒指導、特別指導、学級経営に至るまで各

領域にわたって教育実践に参加する。 

教育実習は、特にやむを得ない場合を除き、５月から９月の間に実施し、中学校に

おいては４週間、高等学校においては２週間実施する。 

 

② 指導体制 

(ア)教育実習の実施計画は、「教職課程センター教員会議」で審議し決定する。 

教育実習にあたっては、本大学教職課程指導教員（４人の専任教員）と各実習校の

担当教員との密接な連絡のもと、指導を行う。 

(イ)教育実習生は、実習出勤簿への押印、実習日誌の記入、指導教諭による点検等の基

本的事項をはじめ、教科、生徒指導、学級経営、特別活動等の研修、あるいは、教師

としての身だしなみ、マナーの実践にいたるまで着実に行う。 
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(ウ) 教育実習期間中、実習生は、各実習校の担当指導教員の指導のもと真摯に節度あ

る実習を行う。 

(エ) 教育実習は、中学校教諭免許状取得希望者にあっては４単位、高等学校教諭免許

状取得希望者にあっては２単位をそれぞれ事前・事後指導１単位を加えて、合計５単

位(中学校及び高等学校)ないしは３単位(高等学校)を履修する。 

 

【資料９－27】 教職課程センター教員会議規程 
 

③ 事前及び事後の指導の内容 

教育実習実施のためには、教員志望の強い意志があることが前提である。これを踏

まえて、学業成績、心身の健康及び手続関係等の諸要件が満たされた場合に実習が可

能となる。 

３・４年次生対象の教育実習を実施するための要件は、次のとおりである。 

(ア)教育実習実施の前年度 

３年次生対象に教職課程説明会（４月）を実施する。この説明会は、授業（「教育

実習指導」）の一環として行い、次年度教育実習を実施するために必要な手続き、心

構え、注意すべき事項等について説明を行う。 

(イ)教育実習実施年度 

４年次生対象に教職課程説明会（４月）を実施する。この説明会は、授業（「教育

実習指導」）の一環として行い、教育実習を実施するために必要な心構え、注意すべ

き事項等について説明を行う。 

(ウ)教育実習実施後の指導 

教育実習終了後には、実習生による報告会を実施し、各実習生の自己評価を踏まえ、

多面的に反省・検討を行うとともに、そこから見いだされる課題について研究会を開

催し、記録にまとめる。 

④ 教育実習履修要件 

４年次において「教育実習Ⅰ」、「教育実習Ⅱ」を履修するためには、原則３年次終

了までに教育実習履修要件に定める所定の要件をすべて満たしていることが必要で

ある。万一、履修要件を満たさない場合は、教職課程センター教員会議において審議

し、実習校が内定している者であっても、履修を認めないことがある。 

 
【資料９－28】 教育実習履修要件 

 

⑤ 実習先の確保の状況 

(ア)教育実習は、原則として協力校又は出身中学校・高等学校で実施する。 

(イ)協力校は、岐阜県内の中学校 25 校、高等学校 13 校及び特別支援学校等５校につ
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いて、岐阜県教育委員会、岐阜市教育委員会、瑞穂市教育委員会及び当該高等学校か

ら承諾を得ている。 

 

【資料９－29】 教育実習の実習施設一覧 
【資料９－30】 実習先の実習受入承諾書 

 

⑥ 実習先との連携体制 

(ア)教育実習開始１～２週間程度前に、実習校の指導担当教員と連絡打合せを行う。そ

の主な内容は、基本は実習校の方針に基づくが、概ね「実習上の諸注意、教育方針、

実習校と地域社会、日程、組織、学級事情、教科内容・進度、時間割・担当クラス、

勤務など」である。 

(イ)教育実習中には、本大学教職課程担当教員を実習校へ派遣し、実習校の指導担当教

員と共に指導に当たる。 

 

⑦ 成績評価体制及び単位認定方法 

教育実習の評価は、学修態度、指導能力、実習態度、出席時間数等、実習校からの

資料に基づき、総合的に判断する。 

 

⑧ 教職課程年間行事予定 

一年間の教職課程行事予定は、概ね別紙【資料９－31】教職課程年間行事予定の

とおりである。 

 

（２）インターンシップの実施計画 

① インターンシップの概要 

インターンシップは２年次開講の「インターンシップⅠ（２単位）」と３年次開講

の「インターンシップⅡ（２単位）」の２科目を開講する。 

(ア)インターンシップⅠ 

○ 実施目的 
本大学が連携協定を締結している公益財団法人岐阜県体育協会、一般社団法人

ぎふ瑞穂スポーツガーデン、岐阜県教育委員会、岐阜市教育委員会、各務原市教育

委員会との協定に基づき、学生にスポーツイベントの運営やスポーツの指導ある

いは教育に関わる就業体験の機会を与え、学問にとどまらず実際の指導や教育の

現場を体験することで、学生生活における方向付けや将来のキャリアプランに役

立てる。 
○ 実施時期 

実施目的から鑑み、講義等に影響のない時期・時間帯でのフレキシブルな対応と
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なる。ただし、協定先の都合により適宜対応する。 
○ 実習期間 

インターンシップ先が認める期間（56 時間以上） 
○ 応募資格 

インターンシップを希望する学生で、指導教員が推薦し学科長が認めた者 
○ 事前研修・事後研修 

教務学生委員会が実施する。 
○ 評価 

単位認定基準を満たす者について、「インターンシップ実習日誌」、「インターン

シップ実習報告書」、「インターンシップ実習評価表」に基づき、教務学生委員会に

おいて審議の上、教授会にて認定する。 
※単位認定基準→事前研修２時間＋実習 56 時間以上＋事後研修２時間 

○ インターンシップ先 
公益財団法人岐阜県体育協会、一般社団法人ぎふ瑞穂スポーツガーデン、岐阜県

内の特別支援学校 
○ 実施方法 

「インターンシップⅠ」は、選択科目であるが、以下の実習先のいずれかで全員

が実習できるよう受け入れ人数を確保する。また、実習先の割り当てについては、

２年次前期の専門演習の時間を利用して「実習先の希望」を調査し適切に配置する。

実習における指導は、原則「専門演習担当教員」がこれにあたる。 
１）公益財団法人岐阜県体育協会（35 人） 

「協会の業務（５人）」及び指定管理施設として同協会が管理・運営している「岐

阜メモリアルセンター（10 人）」、「岐阜県長良川球技場（10 人）」及び

「スポーツ科学センター（10 人）」においてインターンシップを実施。

実施時期については、長期休暇（夏休み、春休み）を中心とするがスポーツイベン

トの開催時期に合わせてフレキシブルな対応となる。 
２）一般財団法人ぎふ瑞穂スポーツガーデン（40 人） 

「ぎふ瑞穂スポーツガーデン」においては、事務局の運営・管理の業務（5 人）

を実習する。また、授業後、週末、長期休暇等を活用しての「ジュニアアスリート

育成事業」「イベント運営事業（スキー体験教室、スポーツフェスティバルほか）」

「トップアスリート出前指導」等（35 人）の指導補助者として実習を行う。 
３）岐阜県教育委員会、岐阜市教育委員会、各務原市教育委員会（45 人） 
「特別支援学校」における運動会や学校祭などに参加し各種支援活動を行う。実

習に参加する人数は、各学校からの要請に応じて決定することで予定しているが、

平均 15 人を想定している。運動会や学校祭などの各種支援活動が土曜日・日曜日・

祝日に開催されることが多いため、開催時期に合わせてフレキシブルな対応とな
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学生が希望する事業所に対して「インターンシップ実習参加申込書」の写しを渡し、

受入の可能性を探る。学生が希望する事業所を優先してマッチングを行う。受入可能

な場合は「承諾書」、「インターンシップ実習受入票」を提出していただく。また、必

要に応じインターンシップ実習受入に係る覚書を締結する。 
マッチングが決定した実習学生は「誓約書」を作成し、指導教員が確認後、インタ

ーンシップ先へ提出する。指導教員は実習学生に対して、インターンシップ先で知り

得る情報漏洩の禁止について指導を行う。 
学生は日々の実習内容を「インターンシップ実習日誌」に記入し、反省・翌日の予

定確認等に使用する。記入後は、事業所の実習指導者のチェックを受ける。実習終了

後、「インターンシップ実習報告書」を作成し、「インターンシップ実習日誌」ととも

に指導教員を通じて就職支援委員長（就職支援課）へ提出する。 
実習終了後、インターンシップ先から「インターンシップ実習評価表」、「出勤簿」

を提出していただく。 
当該学生指導教員又は就職支援委員は、原則として実習中に実習事業所を訪問す

る。 
【資料９－32】 インターンシップ実習先一覧 
【資料９－33】 インターンシップ実習参加申込書 
【資料９－34】 承諾書 
【資料９－35】 インターンシップ実習受入票 
【資料９－36】 インターンシップ実習受入に関する覚書、インターンシップの受

入条件確認書 
【資料９－37】 誓約書 
【資料９－38】 インターンシップ実習日誌 
【資料９－39】 インターンシップ実習報告書 
【資料９－40】 インターンシップ実習評価表 
【資料９－41】 朝日大学インターンシップ実習生出勤簿 

 

 

13 管理運営 

 

（１）教学面における管理運営の体制 

本法人及び本法人が設置する学校等の管理運営の基本に関する事項を定めることを

目的に「学校法人朝日大学管理運営基本規則」を制定し、この規則に基づき本法人及び

大学等の管理・運営を行っている。 
学長は、本大学の建学の精神の具現化、教育目標の達成のため、「学長企画会議」に

おいて、副学長、事務局長等と大学の教学に関する課題等について協議し、また、「総
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合協議会」において全学的な教育研究に関する重要事項や各学部・大学院・その他の機

関において相互の調整を必要とする事項について意見を求めた上、決定している。 
また、平成 27(2015)年４月１日に施行された改正学校教育法に基づき、学則その他

諸規程を全て見直し、学長のリーダーシップの下で、ガバナンス体制を構築するよう規

程の整備を行った。 
 
【資料９－42】 学校法人朝日大学管理運営基本規則 
【資料９－43】 朝日大学学長企画会議規程 
【資料９－44】 朝日大学総合協議会規程 

 

（２）教授会 

本学部の教育目的を具現化し、教育研究活動を推進していくためには、学部長及び学

科長のリーダーシップが発揮できる学部・学科の管理運営体制の構築が重要となる。本

大学学則第 53 条第１項に基づき、本学部に「保健医療学部教授会」を置き、保健医療

学部教授会規程第４条に基づき、学長から意見を求められた事項について審議し意見

を述べるものとする。 
また、教授会は、学部長及び学部の専任の教授をもって組織し、教授会が必要と

認めた場合は、准教授、講師及び助教を加えることができる。 
教授会の開催は、原則として毎月１回とし、学部長は必要がある場合、臨時に教授会

を招集することができる。また、教授会構成員の３分の１以上の要求があるときは、学

部長は教授会を招集しなければならないと規定している。さらに、学長及び副学長は、

教授会に出席して説明、陳述することができることを規定している。 
加えて、本学部は、健康スポーツ科学科設置後は２学科編成となることから、会議運

営の円滑化を図るために教授会に「代議員会」を置くこととし、迅速な審議が図れるよ

う体制を整備することとした。 
 
【資料９－45】 朝日大学保健医療学部教授会規程（案） 
【資料９－46】 朝日大学保健医療学部代議員会規程（案） 

 

（３）学科会議 

本学部は、２学科で構成されることから、学部運営を円滑に進めるため、各学科の教

育・研究や学生生活に関する事項については学科ごとに審議することで、「学科会議」

を置くこととする。 
学科会議は、教授会から付託された事項について審議し、学長及び学部長にこれを報

告し、また、これについて学部長の命により教授会に報告し、及び必要な処理等を行う

ことにする。 
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【資料９－47】 朝日大学保健医療学部学科会議規程（案） 
 

 

14 自己点検・評価 

 

（１）実施組織 

本大学の教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うため、学長のもと

に「朝日大学全学自己点検・評価実施委員会」を設置し、当該委員会の審議結果に基づ

き、学長が実施計画の基本及びそれの実施、並びに報告書の作成及び公表等について決

定している。 

委員会は、学長を委員長とし、副学長、事務局長、各学部長、教職課程センター長、

事務局から推薦された１名及び委員長が特に必要と認めた者で構成し、さらに各学部、

各大学院研究科、教職課程センターに自己点検・評価実施委員会を設置している。 

 

【資料９－48】 朝日大学全学自己点検・評価実施委員会規程 
 

（２）実施方法 

朝日大学全学自己点検・評価実施委員会で決定された自己点検・評価の実施計画に基

づき、各学部、各大学院研究科、教職課程センターに設置されている自己点検・評価実

施委員会において自己点検を実施している。 

その結果として報告された自己点検評価書を、委員会において、分析・評価を行い、

課題を明確にし、全学の自己点検評価書を作成した上で、次の改善へと繋げていくこと

としている。 

 

（３）結果の活用・公表 

平成６(1994)年以降、これまでに７回自己点検・評価を実施し、本大学ホームページ

等において、学内外に公表している。 
平成 11(1999)年には、「財団法人大学基準協会」の相互評価を受審し、「大学基準認

定証」の交付を受けた。さらに平成 21(2009)年には、「財団法人日本高等教育評価機

構」（平成 24(2012)年４月から、公益財団法人に移行）による大学機関別認証評価を

受審し、「大学基準に適合している」と認定され、現在、平成 28(2016)年の大学機関別

認証評価受審に向け、作業を進めているところである。 
前回の自己点検・評価時に改善・向上方策として記載された内容の改善状況を確認し、

自己点検の結果を教育・研究の活性化・高度化を図るために活用している。 
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（４）評価項目 

自己点検・評価の実施にあたっては、「公益財団法人日本高等教育評価機構」が定め

ている基準項目（基準１．使命・目的等、基準２．学修と教授、基準３．経営・管理と

財務、基準４．自己点検・評価）に基づき行っている。 
 

 

15 情報の公表 

 
大学は学校教育法第 113 条（教育研究活動の公表）及び学校教育法施行規則第 172 条

の２に基づき、教育研究活動の公表と情報の積極的な提供を行うことが義務づけられて

いる。 
このことを受け、本大学は、本大学ホームページにおいて教育研究活動の公表を行って

いる。教育研究活動の公表は、公的な教育機関として重要な使命であり、教育の質の向上

といった観点からも望まれることから、個人情報の保護に留意しながら、情報の積極的な

提供に努めている。 
 

（１）教育情報の公表 

教育情報について、次の項目を本大学ホームページで公表している。 

① 大学の教育研究上の目的に関すること。 

ア 建学の精神 

イ 大学の使命・目的 

ウ 学部及び学科の目的 

・法学部、経営学部、保健医療学部、歯学部 

エ 大学院研究科の目的 

・大学院法学研究科、大学院経営学研究科、大学院歯学研究科 

オ 教職課程の目的 

カ 留学生別科の目的 

② 教育研究上の基本組織に関すること。 

組織図 

③ 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。 

ア 教員数（所属、職名、年齢構成、性別）及び設置基準上必要な教員数 

イ 専任教員一人当たりの学生数 

ウ 専任教員と非常勤教員の比率 

エ 教員名簿 

・法学部法学科、経営学部経営学科、経営学部経営情報学科、経営学部ビジネス企
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画学科、保健医療学部看護学科、歯学部歯学科、教職課程センター、大学院法学

研究科、大学院経営学研究科、大学院歯学研究科、留学生別科 

オ 研究業績等データベース 

④ 入学者に関する受入れ方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業

又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関

すること。 

ア 入学者受入方針（アドミッションポリシー） 

・法学部、経営学部、保健医療学部、歯学部、大学院法学研究科、大学院経営学研

究科、大学院歯学研究科、留学生別科 

イ 収容定員及び在籍者数 

ウ 収容定員充足率 

エ 入学試験の志願者数、入学者数 

オ 入学者推移 

カ 歯学部留年率 

キ 卒業・修了者数及び学位授与者数 

ク 卒業生の主な就職先 

ケ 進学者数・就職者数 

コ 国家試験結果 

⑤ 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること。 

ア 教育課程の編成・実施方針（カリキュラムポリシー） 

・法学部、経営学部、保健医療学部、歯学部、大学院法学研究科、大学院経営学研

究科、大学院歯学研究科、留学生別科 

イ カリキュラム 

・法学部法学科、経営学部経営学科、経営学部経営情報学科、経営学部ビジネス企

画学科、保健医療学部看護学科、歯学部歯学科、大学院法学研究科、大学院経営

学研究科、大学院歯学研究科、留学生別科 

ウ シラバス 

・法学部、経営学部、保健医療学部、歯学部、教職課程センター、大学院法学研究

科、大学院経営学研究科、大学院歯学研究科、留学生別科 

エ 教職課程の実施方針 

⑥ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。 

ア 学部の学位授与方針（ディプロマポリシー） 

・法学部、経営学部、保健医療学部、歯学部 

イ 大学院の学位授与方針（ディプロマポリシー） 

・大学院法学研究科、大学院経営学研究科、大学院歯学研究科 

ウ 留学生別科の修了要件 
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⑦ 校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。 

ア 施設紹介 

イ 図書館 

ウ 附属病院 

エ 附属村上記念病院 

オ ＰＤＩ岐阜歯科診療所 

カ 健康管理センター 

キ 交通アクセス 

⑧ 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。 

入学金・学費等の諸費用 

・法学部、経営学部、保健医療学部、歯学部、大学院法学研究科、大学院経営学研

究科、大学院歯学研究科、留学生別科 

⑨ 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。 

ア 修学・進路選択に係る支援 

・修学支援奨学金、学業奨励奨学金、スポーツ奨励奨学金、学費借入奨学金制度、

資格取得支援制度、就職支援サポート 

イ 健康管理センター 

ウ 診療費補助制度 

⑩ その他 

大学機関別認証評価の結果 

 

（２）財務情報の公表 

財務情報の公表については、平成 16(2004)年文部科学省高等教育局私学部長通知に

従い、本大学ホームページ等により次の項目について公表している。 
ア 事業報告 

イ 決算の概要 

・資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表、収益事業明細、主な収入支出等、

監査報告書 

ウ 財務の推移 

・資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表 

 

【資料９－49】 情報の公表 
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16 教育内容等の改善を図るための組織的な研修等 

 

（１）全学的対応 

本大学では、授業の内容及び方法の改善を図るために平成 12(2000)年度から FD 活

動推進委員会を設置し、当該委員会の立案に基づいて次のとおり組織的な研修及び研

究等を実施している。 
① 学生による授業理解度調査 

平成 11(1999)年度から原則として全ての授業科目で実施し、分析結果の報告書を

作成の上、これを公表し、授業の内容及び方法の改善等に努めている。 
なお、教員ごとの分析結果をそれぞれフィードバックし、授業の内容及び方法の改

善等に努めている。 
② 教員による相互授業参観 

平成 17(2005)年度から実施している。各授業の参観終了後に当該授業方法に対す

る意見・情報交換の場を設けている。 
③ FD 教員研修会 

平成 14(2002)年度から年間２回程度、学内者又は学外者を講師として開催し、授

業の内容及び方法の改善等に努めている。 
 

（２）学部ごとの対応 

各学部等における特色ある FD 活動を組織的に推進するために各学部等にそれぞれ

FD 委員会を設置し、次のとおり活動を展開している。 
① 法学部独自の対応 

法学部では、平成 16(2004)年度から、年間５～６回程度の FD ワークショップを

開催し、また、他大学が開催する先進的な FD セミナーに参加し、授業方法の改善方

策などについて研究している。 
② 経営学部独自の対応 

経営学部では、学部開設当初から年間１～２回教育方法研究会を開催し、各学科に

共通する問題、授業に関する個別課題等について意見や情報交換を行っている。 
また、経営学部では平成 16(2004)年度から年間７～８回程度授業改善のためのラ

ンチタイム・ミーティングを開催し、相互授業参観結果の討議、授業の進め方などに

ついて検討を行っている。 
③ 歯学部独自の対応 

歯学部では、平成 20(2008)年度から毎年、教育推進ワークショップを開催し、相

互授業参観及び学部独自の FD 研修会と併せて授業改善に努めている。 
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④ 保健医療学部独自の対応 

本学部本学科では、平成 26(2014)年度から、外部講師による研修会を開催し、授

業方法について研究を行っている。今後は、他学部の取り組みと同様、相互授業参観

を実施し、学部独自の FD 研修会と併せて授業改善に努めていく。 
 

（３）FD 研修会関係の実施状況（2015 年度） 

① FD 研修会（全学、各学部） 
区分 回 実施日 内容 

全学 

第 1 回 4 月 27 日 研究不正防止について 

第 2 回 6 月 19 日 研究不正防止について 

第 3 回 6 月 19 日 2015 年度科研費採択に係る執行説明会 

第 4 回 7 月 6 日 禁煙のススメ 

第 5 回 9 月 13 日 JICA による国際協力の現状 

第 6 回 12 月 10 日 沖縄における名桜大学の取り組み 

法・営 第 1 回 6 月 11 日 RESAS データの活用による瑞穂市人工ビジョンの立案 

保健 

医療 

第 1 回 7 月 13 日 アメリカにおける看護教育の実際 

第 2 回 11 月 5 日 2015 年度学生短期海外研修の引率と今後の課題 

第 3 回 12 月 7 日 保健師教育の動向と本学における保健師教育 

第 4 回 1 月 23 日 教育･指導が困難な学生への対応－発達障がいを中心に－ 

歯 

第 1 回 4 月 23 日 第 108 回歯科医師国家試験結果の総括について 

第 2 回 5 月 14 日 第 108 回歯科医師国家試験問題の検討① 

第 3 回 5 月 21 日 第 108 回歯科医師国家試験問題の検討② 

第 4 回 6 月 10 日 昭和大学歯学部の教育改革の現状と展望 

第 5 回 6 月 12 日 東京歯科大学における教育の現状と今後の課題 

第 6 回 10 月 20 日 地域社会と歯科医療-これから目指す歯科医療とは- 

第 7 回 2 月 23 日 医学教育改革の動向と歯学教育改革 

 
② 経営学部ランチタイム・ミーティング（FD 連絡勉強会） 

回 実施日 内容 

第 1 回 4 月 29 日 新入生アセスメントの公表と学生カルテ配布 

第 2 回 7 月 22 日 
授業評価調査に関する検討 

瑞穂市・朝日大学共同研究事業の教育への活用について 

第 3 回 11 月 18 日 どう使う？図書館の電子ジャーナル 
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③ 歯学部教育推進ワークショップ 

実施日 内容 

6 月 9 日 CBT 問題作成講習会 

6 月 6 日 チューター担当教員ワークショップ 

6 月 27 日 チューター担当教員ワークショップ 

7 月 18 日 歯学部教育の改善・充実に向けたワークショップ 

11 月 16 日、17 日 カリキュラム改革検討に係るワークショップ 

 

 

17 社会的・職業的自立に関する指導等及び体制 

 

（１）教育課程内の取り組み 

本学科の教育課程内における社会的・職業的自立させるための授業科目として、イン

ターンシップⅠ（２年次・選択）、インターンシップⅡ（３年次・選択）、キャリア形成

Ⅰ（２年次・必修）、キャリア形成Ⅱ（３年次・必修）を開講する。 

インターンシップⅠは、本大学が連携協定を締結している公益財団法人岐阜県体育

協会、一般財団法人ぎふ瑞穂スポーツガーデン、岐阜県教育委員会等との協定に基づき、

学生にスポーツイベントの運営やスポーツの指導あるいは教育に関わる就業体験の機

会を与え、学問にとどまらず実際の指導や教育の現場を体験することで、学生生活にお

ける方向付けや将来のキャリアプランに役立てることを目的としている。 
インターンシップⅡは、学生に就業体験の機会を与え、ホームページや会社案内を読

むだけでは知り得ない実際のビジネスの現場を体験することで、将来の就職でのミス

マッチを減らし、学業生活における方向付けや将来のキャリアプランに役立てること

を目的としている。 
キャリア形成Ⅰ・キャリア形成Ⅱは、学生各自が将来を見据えながら、自らが考え行

動することができるよう、エンプロイアビリティ（どこにでも通用する職業能力、雇用

されるための能力）を高めていくための意識づけや訓練を行い、社会人としての基礎力

を身に付けることを目指すとともに生涯的な職業選択の意識づけを高めることを目的

としている。 

 

【資料９－50】 インターンシップⅠ・Ⅱ、キャリア形成Ⅰ・Ⅱのシラバス 
 

（２）教育課程外の取り組み 

① 年間の行事計画 

本大学においては、法学部及び経営学部の学生に対して、自己の進路を選択・決定
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できる能力や確固とした勤労観、職業観を身に付けることができるように、１年次か

ら４年次を対象とする年間行事計画（平成 27 年度）を立て、それに基づき就職支援

を行っており、健康スポーツ科学科の学生に対しても同様に行うことで計画する。 
 

【資料９－51】 社会的・職業的自立に関する指導の年間行事計画（平成 27 年度） 
 

② 各イベントの主な内容 

(ア)就職ガイダンス 

就職活動を初めて経験する初心者である学生に対して、自分の目指す方向へ、主

体的・積極的な就職活動を進め、内定獲得できるように、就職活動の流れに合わせ

て、そのノウハウを支援する。 

(イ)インターンシップ 

学生に就業体験の機会を与え、ホームページや会社案内を読むだけでは知り得

ない実際のビジネスの現場を体験することで“働くこと”や“社会人としての考え

方”を学び、将来のミスマッチを減らし、学業生活における方向付けや将来のキャ

リアプランに役立てるよう、１年次から４年次にかけて、１年を通して活発なイン

ターンシップを実施する。 
全学年を対象に授業科目（選択）の一つとして実施し、「就職支援委員会」が中

心となり、受入企業、期間等の調整を行った上で、事前・事後研修を実施する。単

位については、必要要件を満たした者を対象に、就職支援委員会及び教務学生委員

会において審議の上、教授会にて認定する。 
 

○ 説明会 

インターンシップ実習に向けての心構えや現在の動向などについて説明し、

企業をより良く知るための就業体験の機会として、インターンシップ実習参加

への動機付けを行う。 

○ マッチング会 

様々な企業の話を担当者から直接聞ける機会であり、インターンシップ実習

先を考える際に役立つことから、説明会で学生に周知し参加を促す。 
○ 事前研修 

インターンシップ実習参加者（参加希望者含む。）を対象に、参加するにあた

っての注意点やビジネスマナー、みだしなみ、今後の手続等についての研修を行

う。 

○ 事後研修 

インターンシップ実習での体験や得たものをまとめ、他の参加学生の前で発

表することで、実習で学んだことを共有する。また、残りの「学生生活」での目
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標・課題、「就職活動」への決意を考える機会とする。 

(ウ)就職セミナー（本大学主催） 

本大学の学生を採用したい意欲的な企業とのマッチングを図るものであり、学

生にとっては、採用内定に直結するビッグチャンスとなるイベントとなっている。 

また、遠方の企業にもお越しいただくことで、遠方出身学生の就職活動の時間的

及び経済的負担の軽減を図るとともに、マッチングの機会拡大のため、複数回に亘

って実施する。 
(エ)公務員ガイダンス 

近年、公務員を希望する学生が増加していることから、公務員ガイダンスを開催

する。そのため、岐阜県警察本部、警視庁、大阪府警察本部、防衛省自衛隊岐阜地

方連絡部、岐阜市消防本部等に講師の派遣を依頼し、公務員の使命と業務の理解を

深めるとともに、採用情報を収集する。 

(オ)業界しごと研究セミナー 

就職活動の開始が近づいてきた３年生を主たる対象として、業界しごと研究セ

ミナーを開催する。学生が後悔のない就職活動をやり抜くためのしっかりとした

準備ができるように、各業界トップクラスの企業から講師を招き、業界に関する広

い知識を修得し職業選択に役立てられるよう開催する。 

(カ)企業と大学による面接合宿 

３年生を対象に、企業の人事担当者を招き、１泊２日にて本番に近い形で模擬面

接を行う。実際に採用面接を行っている方からの指導を受けられる機会を設ける

ことで、実戦での対応力強化を図ることができる。本番同様の環境のもと、自己の

強みや将来の希望を明確化し、ビジネスの第一歩とする。 
(キ)講演と懇親の会 

本大学学生の就職対策の一環として、企業の人事担当者を招き、本大学出身者の

採用を感謝するとともに、本大学との緊密な関係構築を図るイベントとする。第一

部では、本大学教員がその時々に応じたテーマで講演を行い、第二部では人事担当

者と本大学教職員の懇談及び名刺交換の場を設け、現在の採用状況や次年度の採

用予定等の情報交換を行う。 

(ク)メッセナゴヤ 

学外企業研究の場として、国内最大級の異業種展示会であるメッセナゴヤに学

生を参加させる。業界・製品・サービス等幅広い見識を養い、また、各企業の先端

技術を学ぶことができる貴重な体験の場であり、学生の進路選択の材料収集及び

勉強課題の発見に役立つ場とする。 

(ケ)就職支援のための家族懇談会 

学生のご家族に本大学が実施する就職支援体制をご理解いただき、本大学と学

生のご家族との連携を維持しながら、学生の就職活動が円滑に進められるように
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する。 
③ 就職応援ブックの作成・配付 

学生が就職活動を円滑に進められるよう就職応援ブックを作成・配付し、学生の就

職指導に活用できるようにする。㈱ディスコ作成のユニキャリアマガジン「大学生の

就活編」をベースにし、文章を読むことが苦手な学生に対しても無理なく理解ができ

るよう、図表やイラストをふんだんに取り入れている。 
 

（３）適切な体制の整備について 

現在、法学部及び経営学部の学生の就職支援を実践的に遂行する組織として、朝日大

学就職支援委員会を設置し、また、日本国において就職を希望する法学部及び経営学部

の外国人留学生を主たる対象とする業務を遂行する組織として、就職支援委員会の下

に「朝日大学外国人留学生就職支援専門部会」を設置しているが、平成 29(2017)年４

月に規程改正を行い、健康スポーツ科学科の学生も対象とした就職支援体制を整備す

る。 
事務局には、就職支援を担当する就職支援課を設置し、就職支援委員会において策定

された年間の就職支援計画の実施業務を行っている。 
社会人として必要なマナーなどを身に付けるため、３年次から学生一人ひとりに徹

底した指導と学生に合った企業情報のアドバイスを行っている。一人ひとりに専属の

スタッフが付き、個別指導を行うことで、学生の可能性を最大限に引き出し、社会人と

しての意識を高め、進路をコーディネートしている。 
本学科の学生に対しても同様に、朝日大学就職支援委員会と就職支援課が全面的な

サポートを行うこととする。 
 
【資料９－52】 朝日大学就職支援委員会規程（案） 
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